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資料６

地域防災計画（一般編、震災編、事故編）の見直し（案） 新旧対照表

区分 京都府地域防災計画 一般計画編

頁 現 行 修 正 案 修 正 理 由

第１編 総則 第１編 総則

第８章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第８章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

第３ 指定地方行政機関 第３ 指定地方行政機関

4 ８ 近畿運輸局 ８ 近畿運輸局 施設提供や荷捌き等の専門家

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略） の派遣を要請するため（近畿

(4) 災害時における貨物輸送確保にかかる貨物運送事業者に対する協 (4) 災害時における貨物輸送確保にかかる貨物運送事業者及び倉庫事 運輸局）

力要請 業者に対する協力要請

(5)～(6)（略） (5)～(6)（略）

第５ 指定公共機関 第５ 指定公共機関

7 17 郵便事業株式会社（京都支店） 17 日本郵便株式会社（京都中央郵便局） 郵便関係会社統合(H24.10.1)

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） のため（日本郵便）

18 郵便局株式会社(京都中央郵便局) （18 削除）

(1) 郵便局の窓口業務の維持 (5) 郵便局の窓口業務の維持

第６ 指定地方公共機関 第６ 指定地方公共機関

8 16 社団法人京都府看護協会 16 公益社団法人京都府看護協会 公益社団法人へ移行(H24.4.

（略） （略） 1）（看護協会）

第９章 京都府の概況と災害の記録 第９章 京都府の概況と災害の記録

9 第１節 位置と概況 第１節 位置と概況

（略）河川は、河川法の１級河川が301（延長1,633,354m）、同法の２級 （略）河川は、河川法の一級河川が304（延長1,636,197m）、同法の二級 河川区分漢字記載、時点修正

河川が89（延長409,101m）、合計河川数390、延長2,042,455ｍである。（平 河川が89（延長409,101m）、合計河川数393、延長2,045,298ｍである。（平 （建設交通部）

成17年３月現在）（略） 成24年３月現在）（略）

第２編 災害予防計画 第２編 災害予防計画
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第１章 気象等観測・予報計画 第１章 気象等観測・予報計画

第２節 計画の内容 第２節 計画の内容

第１ 一般の利用に適合する予報及び警報 第１ 一般の利用に適合する予報及び警報

６ 気象情報 ６ 気象情報

17 (2) 大雨（雪）情報 (2) 大雨（雪）情報

ア 発表 ア 発表

「大雨（雪）に関する京都府（南部・北部）情報」（以下「大雨(雪) 「大雨（雪）に関する京都府気象情報」（以下「大雨(雪) 情報」と 誤記（京都地方気象台）

情報」という。）は、京都地方気象台が発表する。 いう。）は、京都地方気象台が発表する。

イ～エ（略） イ～エ（略）

30 ●大雨（雪）に関する情報発表例（例文３） ●大雨（雪）情報発表例（例文３）

第２ 指定河川に対する洪水注意報、警報及び水防警報 第２ 指定河川に対する洪水注意報、警報及び水防警報

１ 国土交通省と気象庁とが共同して行う洪水予報 １ 国土交通省と気象庁とが共同して行う洪水予報

(1) 対象河川、区域等（京都府関係） (1) 対象河川、区域等（京都府関係）

35 <表>洪水予報基準点（京都府関連） 中 <表>洪水予報基準点（京都府関連） 中 危険水位見直し(H24.6.1)の

木津川（岩倉） 避難判断水位欄 7.40 木津川（岩倉） 避難判断水位欄 6.70 ため（近畿地方整備局）

はん濫危険水位欄 8.40 はん濫危険水位欄 7.70

37 ３ 知事が行う洪水予報 ３ 京都府と気象庁とが共同して行う洪水予報 知事が単独で行う業務ではな

洪水によって相当な損害を生ずるおそれのある河川について、京都 第1項に掲げた河川以外で、洪水によって相当な損害を生ずるおそ いため。国所管の洪水予報指

府と気象庁は共同して洪水予報を行う。（水防法第11条第１項） れのある河川について、京都府と気象庁は共同して洪水予報を行う。 定河川は対象としないことを

（水防法第11条第１項） 明記（京都地方気象台）

４ 知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知 ４ 知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知

<表>知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知の実施区間等 <表>知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知の実施区間等

42 水防警報欄 年谷川 （予定） 水防警報欄 年谷川 平24.9.4 水防警報河川に指定されたた

曽我谷川 （予定） 曽我谷川 平24.9.4 め（建設交通部）

犬飼川 （予定） 犬飼川 平24.9.4

与保呂川 （予定） 与保呂川 平24.9.4

第５ 津波警報等 第５ 津波警報等

47 ※「発表基準・解説・発表される津波の高さ等」表の下に次の文言及び表 改正した津波警報等が運用さ

を挿入 れるため（京都地方気象台）

【平成25年3月7日から適用】

<表>発表基準・解説・発表される津波の高さ等 <表>津波警報等の種類と発表される津波の高さ等
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114 <表>（表題なし） <表>津波予報の発表基準と発表内容 上部表とは内容が異なるた

め、適切な表題を追記（京都

地方気象台）

第11 京都府の雨量・水位の観測と通報・公表要領 第11 京都府の雨量・水位の観測と通報・公表要領

51 ２ 雨量・水位の通報要領 ２ 雨量・水位の通報要領 用語改正による（建設交通部）

(1) 雨量水位の通報 (1) 雨量水位の通報

（略）水防法第12条第１項の定めによる指定水位を超えていると （略）水防法第12条第１項の定めによる水防団待機水位を超えて

きの水位の通報は、上記によるものとする。 いるときの水位の通報は、上記によるものとする。

(2) 障害時の通報 (2) 障害時の通報

ア 通報の手段 ア 通報の手段

(ｱ) 電話による通報 (ｱ) 電話による通報

雨量の通報例：（略） 雨量の通報例：（略）

水位の通報例：（略） 水位の通報例：（略）

「○○川○○水位観測所の水位が、○時現在、 「○○川○○水位観測所の水位が、○時現在、

指定水位（警戒水位）を上（下）回り、○．○ 水防団待機水位（はん濫注意水位）を上(下)回り、

○ｍです。（略）」 ○．○○ｍです。（略）」

(ｲ)（略） (ｲ)（略）

イ 通報の時期 イ 通報の時期

・ 指定水位又は、警戒水位に達したとき ・ 水防団待機水位又は、はん濫注意水位に達したとき

・ 指定水位に達してから指定水位を下回るまでの間の毎正時ごと ・ 水防団待機水位に達してから水防団待機水位を下回るまでの間

の毎正時ごと

種 類 発 表 基 準 解 説 発表される
津波の高さ

大 津 波 予想される津波の高さが 高いところで３ｍ程度以上の 3m、4m、
高いところで３ｍ以上で 津波が予想されますので、厳 6m、8m、
ある場合 重に警戒してください。 10m以上

津 波 警 報
津 波 予想される津波の高さが 高いところで２ｍ程度の津波 1m、2m

高いところで１ｍ以上３ が予想されますので、警戒し
ｍ未満である場合 てください。

津 波 注 意 報 予想される津波の高さが 高いところで、0.5ｍ程度の 0.5m
高いところで、0.2ｍ以上 津波が予想されますので、注
１ｍ未満であって津波よ 意してください。
る災害のおそれがある場
合

注１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意報の解除を行う。
このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断
した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を
付して解除を行う場合がある。

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波が
なかったとした場合との潮位の差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

３ 京都府の津波予報区は「京都府」である。

（注１ 削除）

注１ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波が
なかったとした場合との潮位の差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

（注３ 削除）

数値での
発表

定性的表現
での発表

１０ｍ＜高さ １０ｍ超

５ｍ＜高さ≦１０ｍ １０ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ

津波警報

予想される津波の
高さが高いところ
で１ｍを超え、３
ｍ以下の場合

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報

予想される津波の
高さが高いところ
で０．２ｍ以上、
１ｍ以下の場合で
あって、津波によ
る災害のおそれが
ある場合

０．２ｍ＜高さ≦１ｍ １ｍ (表記なし)

陸域では避難の必要はな
い。海の中にいる人はた
だちに海から上がって、
海岸から離れる。海水浴
や磯釣りは危険なので行
わない。
注意報が解除されるまで
海に入ったり海岸に近付
いたりしない。

予想される津波の
高さが高いところ
で３ｍを超える場
合

大津波警報

発表される津波の高さ

巨大

津波警報等を見聞きした
場合にとるべき行動

津波の高さの
予想の区分

発表基準
津波警報等

の種類

陸域に津波が及び浸水す
るおそれがあるため、沿
岸部や川沿いにいる人
は、ただちに高台や避難
ビルなど安全な場所へ避
難する。
警報が解除されるまで安
全な場所から離れない。
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・ 指定水位又は、警戒水位を下回ったとき ・ 水防団待機水位又は、はん濫注意水位を下回ったとき

・ その他、必要と認められるとき ・ その他、必要と認められるとき

ウ 通報の中止 ウ 通報の中止

・ 指定水位を下回ったとき ・ 水防団待機水位を下回ったとき

・ 警戒水位以下で、今後の水位上昇が、認められなくなったとき ・ はん濫注意水位以下で、今後の水位上昇が、認められなくなっ

たとき

・ 水防態勢を解いたとき （略） ・ 水防態勢を解いたとき （略）

51 ３ 雨量・水位・ダム諸量及び河川防災カメラ画像の公表 ３ 雨量・水位・ダム諸量及び河川防災カメラ画像の公表 公表媒体追加、用語改正によ

河川課・砂防課は、府管理の雨量・水位及びダム諸量のデータを、 河川課・砂防課は、府管理の雨量・水位及びダム諸量のデータを、 る（建設交通部）

関係気象台及び直轄河川事務所等から提供される情報とあわせて、常 関係気象台及び直轄河川事務所等から提供される情報とあわせて、常

時インターネット（京都府ホームページ）、地上デジタルデータ放送 時インターネット（京都府ホームページ）、地上デジタルデータ放送、

等により公表する。 携帯電話等により公表する。

また、河川防災カメラ画像についても、常時インターネット、地上 また、河川防災カメラ画像についても、常時インターネット、地上

デジタルデータ放送等により公表する。 デジタルデータ放送、携帯電話等により公表する。

水防法第12条第２項の定めによる警戒水位を超えているときの水位 水防法第12条第２項の定めによるはん濫注意水位を超えているとき

の公表は、上記によるものとする。 の水位の公表は、上記によるものとする。

52 ５ 各機関の雨量・水位観測所 ５ 各機関の雨量・水位観測所

(1)～(2)（略） (1)～(2)（略）

(3) ＪＲ西日本の雨量観測所は、次のとおりである。 (3) ＪＲ東海、ＪＲ西日本の雨量観測所は、次のとおりである。 JR西日本にあわせて記載（Ｊ

ア 東海旅客鉄道株式会社 Ｒ東日本）

関西支社 3箇所

イ 西日本旅客鉄道株式会社

京都支社 12箇所 京都支社 12箇所

福知山支社 6箇所 福知山支社 6箇所

(4)（略） (4)（略）

第12 京都府土砂災害警戒情報システム（土砂災害監視システム）によ 第12 京都府土砂災害警戒情報システム（土砂災害監視システム）によ

る監視 る監視

52 １ 土砂災害警戒情報の発表 １ 土砂災害警戒情報の発表

土砂災害警戒情報の支援資料として、府管理の100雨量局から集約 土砂災害警戒情報の支援資料として、府管理の102雨量局から集約 雨量計追加（建設交通部）

された降雨データを気象庁へ提供し、気象庁が解析雨量、降水短時間 された降雨データを気象庁へ提供し、気象庁が解析雨量、降水短時間

予報、土壌雨量指数、土砂災害判定メッシュなどの作成に利用し、京 予報、土壌雨量指数、土砂災害判定メッシュなどの作成に利用し、京

都府へ還元する。（略） 都府へ還元する。（略）

54～55 <表>京都府雨量観測所（テレメータ） <表>京都府雨量観測所（テレメータ）

平成23年６月15日現在 平成24年11月30日現在 に差替え（畑川ダム、畑郷の2箇所追加） 観測所追加（建設交通部）

56～57 <表>京都府水位観測所（テレメータ） <表>京都府水位観測所（テレメータ）

2
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平成23年６月15日現在 平成24年11月30日現在 に差替え（追加は下記16箇所） 水位計追加（建設交通部）

（表欄外） （表欄外）

※鴨川（荒神橋）、桂川（保津橋・鳥羽）、園部川（小山）以外の河川 ※鴨川（荒神橋）、桂川（保津橋・鳥羽）、園部川（小山）以外の河川

の危険水位は、特別警戒水位設定の根拠とした水位 のはん濫危険水位は、避難判断水位設定の根拠とした水位

61 <図>京都府雨量水位観測所配置図 <表>京都府雨量水位観測所配置図

平成24年11月30日現在 に差替え 雨量観測所、水位観測所増設

（雨量：畑川ダム・畑郷、水位：黒瀬を追加） （建設交通部）

64 <表>国土交通省水位観測所（テレメータ） <表>国土交通省水位観測所（テレメータ） 中 記載もれ（近畿地方整備局）

宇治川（槙尾山） 所属欄 宇治川（槙尾山） 所属欄 淀川ダム統合管理事務所

桂川（亀岡） 所属欄 桂川（亀岡） 所属欄 淀川河川事務所

66 <表>京都府積雪観測所及び警戒積雪深 <表>京都府積雪観測所及び警戒積雪深

観測点名 舞鶴市松尾 観測点名 舞鶴市松尾（＊２） 警戒積雪深を算定するデータ

（欄外に追加）（＊２）参考値 がないため（中丹広域振興局）

（所在地 訂正）

68 <図>京都府予報警報等伝達経路図 <図>京都府予報警報等伝達経路図

（京都地方気象台からの伝達先に追加） 京都地方気象台→府警察本部 実情と整合（京都地方気象台）

観測所名 河川名

水防
団待
機水
位

はん
濫注
意水
位

避難
判断
水位

はん
濫危
険水
位

堤防
高

所在地 所管

洪
水
予
報

水
防
警
報

水
位
情
報
周
知

(仮)興戸 防賀川 設置予定

(仮)大住 手原川 設置予定
(仮)田辺 天津神川 設置予定
(仮)河原 馬坂川 設置予定
(仮)奈島 長谷川 設置予定
(仮)市辺 青谷川 設置予定
(仮)多賀 南谷川 設置予定
(仮)下赤田 渋川 設置予定
(仮)五ケ庄 弥陀次郎川 設置予定
(仮)兎並 新川 設置予定
(仮)綺田 天神川 設置予定
(仮)平尾 不動川 設置予定
(仮)河原尻 七谷川 設置予定
(仮)西田 三俣川 設置予定

(仮)上安 米田川 設置予定
中丹東土木

事務所

(仮)江尻 真名井川 設置予定
丹後土木
事務所

山城北土木
事務所

山城南土木
事務所

南丹土木
事務所
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舞鶴地方気象台→舞鶴海洋保安部 舞鶴地方気象台→舞鶴海上保安部 誤記（八管海上保安本部）

京都府防災・原子力安全課→［各部］ 京都府防災・原子力安全課→［各部］（商工労働観光部を追加） 記載もれ（商工労働観光部）

70 <図>由良川（下流・上流）洪水予報の連絡系統 <図>由良川（下流・上流）洪水予報の連絡系統

近畿地方整備局 → 近畿総合通信局 近畿地方整備局 （→削除） 実情と整合（近畿地方整備局）

72 <図>由良川幹川水防警報の連絡系統 <図>由良川幹川水防警報の連絡系統 伝達機関ではないため（京都

近畿地方整備局福知山河川国道事務所→京都地方気象台 近畿地方整備局福知山河川国道事務所（→削除） 地方気象台）

79 <図>年谷川、曽我谷川、犬飼川水防警報の連絡系統※１ <図>年谷川、曽我谷川、犬飼川水防警報の連絡系統 水防警報河川指定による注意

＊１ 年谷川、曽我谷川、犬飼川の水防警報は、水防団待機水位（指 （＊１ 削除） 書き＊１の削除（建設交通部）

定水位）、はん濫注意水位（警戒水位）の設定以降とする。

＊２ 「関係事務所等」とは、学校、病院、自治会等であり、市町村 ＊ 「関係事務所等」とは、学校、病院、自治会等であり、市町村ご

ごとに市町村水防計画（地域防災計画）で定める。 とに市町村水防計画（地域防災計画）で定める。

81 <図>伊佐津川、志楽川、与保呂川水防警報・水位情報の連絡系統 <図>伊佐津川、志楽川、与保呂川水防警報・水位情報の連絡系統

中丹東土木事務所 中丹東土木事務所 舞鶴市 連絡先追加（建設交通部）

舞鶴市消防本部 関係事務所等 舞鶴市消防本部 関係事務所等

中丹広域振興局 管内地方機関 中丹広域振興局 管内地方機関

舞鶴警察署 舞鶴警察署

85 <図>津波警報等伝達経路図 <図>津波警報等伝達経路図

漁業協同組合合併による（農

（沿岸市町村） 各漁業協同組合 （沿岸市町村） 京都府漁業協同組合 林水産部、伊根町ほか）、記

舞鶴市消防本部 載もれ

宮津与謝消防組合 舞鶴市 舞鶴支所、大浦支所 宮津与謝消防組合 舞鶴市 本所、舞鶴支所、大浦支所

京丹後市消防本部 京丹後市消防本部

宮津市 宮津市（栗田、溝尻、養老、宮津、江尻） 宮津市 宮津支所、養老支所

伊根町 伊根町（新井崎、朝妻、本庄、浦入） 伊根町 伊根支所、浦島支所

京丹後市 丹後町、網野町、湊 京丹後市 丹後支所、網野支所、湊支所

第３章 河川防災計画 第３章 河川防災計画

第２節河川改修計画 第２節河川改修計画

93 第２ 京都府の河川整備 第２ 京都府の河川整備

（略）また、東日本大震災を教訓に、天井河川などでは、一旦破堤し （略）また、東日本大震災及び府南部豪雨を教訓に、天井河川などで H24.8月府南部豪雨について

氾濫すれば広域かつ甚大な被害を及ぼすことが予想されるため、堤防や は、一旦破堤し氾濫すれば広域かつ甚大な被害を及ぼすことが予想され 追記（建設交通部）
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一般( 7/27 )

水路橋など河川構造物について耐震化を検討し対策を実施する。 るため、堤防や水路橋など河川構造物について補強耐震化を検討し対策

を実施する。

第３節 ダムの現状と洪水調節 第３節 ダムの現状と洪水調節

95 第４ 和知ダム（関西電力） 第４ 和知ダム（関西電力）

１ ダムの現状 １ ダムの現状

(1) （略） (1) （略）

有効貯水容量 1,286,600m3 有効貯水容量 1,286,200m3 誤記（関西電力）

（略） （略）

２～３（略） ２～３（略）

98 <図>大野ダム放流通報の連絡系統 <図>大野ダム放流通報の連絡系統

（略）公営企業管理事務所→企業局（企業総務室） （略）公営企業管理事務所→文化環境部（建設整備課） 組織改正による（文化環境部）

100 <図>和知ダム放流通報の連絡系統 <図>和知ダム放流通報の連絡系統

関西電力㈱和知ダム管理所→舞鶴市消防本部・舞鶴警察署 関西電力㈱和知ダム管理所→舞鶴市・舞鶴市消防本部・舞鶴警察署 記載漏れ（中丹広域振興局）

102 <図>日吉ダム放流通報の連絡系統 <図>日吉ダム放流通報の連絡系統

（水資源機構日吉ダム管理所からの連絡先を追加） 水資源機構日吉ダム管理所→南丹市日吉支所・南丹市八木支所 実情と整合（水資源機構）

第４章 林地保全計画 第４章 林地保全計画

第１節 国有林・官行造林地対策計画 第１節 国有林・官行造林地対策計画

103 第１ 現状 第１ 現状

府内には、国有林約4,621ha 、公有林野等官行造林地（以下「官行造 府内には、国有林約4,621ha 、公有林野等官行造林地（以下「官行造

林地」という。）約1,975haがある。 林地」という。）約1,919haがある。

このうち4,110ha(国有林3,331ha 、官行造林地779ha)が水源かん養、 このうち4,142ha(国有林3,363ha 、官行造林地779ha)が水源かん養、 H24.4.1時点数値へ修正（近

土砂流出防備、土砂崩壊防備、水害防備、干害防備、なだれ防止、魚付、 土砂流出防備、土砂崩壊防備、水害防備、干害防備、なだれ防止、魚付、 畿中国森林管理局）

保健、風致の保安林に指定されている。（略） 保健、風致の保安林に指定されている。（略）

第２節 民有林対策計画 第２節 民有林対策計画

第１ 治山事業 第１ 治山事業

103 １ 現状 １ 現状

府内森林面積343,073haのうち約93,532haは、水源かん養、土砂流 府内森林面積343,027haのうち、民有林森林面積は335,536haであり、民有林森林面積を追記、時点

出防備、土砂崩壊防備等の保安林に指定されているが、都市化が進み そのうち98,623haは、水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備等 修正（農林水産部）

山地にまで開発が及んでいることなどにより、近年山地に起因する災 の保安林に指定されているが、都市化が進み山地にまで開発が及ん

害は増加する傾向にあり、保全対策が増大してきている。（略） でいることなどにより、近年山地に起因する災害は増加する傾向に

あり、保全対策が増大してきている。（略）

３ 計画の内容 ３ 計画の内容

104 <表>別表 林野庁所管の地すベり防止区域 <表>別表 林野庁所管の地すベり防止区域 区域名表示順を統一、摘要欄

一般( 8/27 )

地すべり 所在地 面積ha 地質 摘要 地すべり 所在地 面積ha 地質 摘要 を当初指定に統一（農林水産

防止区域名 防止区域名 部）

橋谷 福知山市大江町字橋谷 63.26 第三紀層 昭和49年指定 木元 綴喜郡宇治田原町奥山田字木元 17.37 第三紀層 昭和38年指定

木元 綴喜郡宇治田原町奥山田字木元 17.37 昭和50年指定 土ヶ畑 亀岡市畑野町土ヶ畑澤の上 7.21 昭和47年指定

土ヶ畑 亀岡市畑野町土ヶ畑澤の上 7.21 昭和47年指定 橋谷 福知山市大江町字橋谷 63.26 昭和49年指定

舟ヶ谷 宮津市長江舟ヶ谷 54.26 昭和46年指定 舟ヶ谷 宮津市長江舟ヶ谷 54.26 昭和47年指定

… …

104 第３ 森林整備事業（造林事業） 第３ 森林整備事業（造林事業）

１ 現状 １ 現状 時点修正、適切な文言に修正

平成21年度末の府内の人工林面積は約126,000haである。近年、拡 平成23年度末の府内の人工林面積は126,231haである。近年、拡大 （農林水産部）

大造林面積は年間100から200ha程度で推移してきたが、一層低下の傾 造林面積は年間50から170ha程度で推移してきたが、一層低下の傾向

向にある。（略）これらは外材輸入による木材価格の低迷や労務の不 にある。（略）これらは外材輸入による木材価格等の低迷や担い手の

足等が原因と考えられる。 不足等が原因と考えられる。

２ 計画の方針 ２ 計画の方針 事業計画名変更、計画廃止の

市町村森林整備事業計画や間伐等推進計画に基づき、着実な森林の 森林環境保全整備事業計画に基づき、着実な森林の整備を推進する ため（農林水産部）

整備を推進することにより、木材の生産機能はもとより森林の公益的 ことにより、木材の生産機能はもとより森林の公益的機能の高度発揮

機能の高度発揮を図る。 を図る。

３ 計画の内容 ３ 計画の内容 適切な文言に修正（農林水産

森林による二酸化炭素の吸収は、温暖化対策において特に重要なも 森林による二酸化炭素の吸収は、地球温暖化対策において特に重要 部）

のとして位置付けられており、間伐等推進計画に基づき間伐等を積極 なものとして位置付けられており、間伐等を積極的に推進し、森林の

的に推進し、森林の適正な整備・保全を図ることとする。（略） 適正な整備・保全を図ることとする。（略）

第５章 砂防関係事業計画 第５章 砂防関係事業計画

105 第３節 土砂災害に関連する情報、被害状況の収集伝達 第３節 土砂災害に関連する情報、被害状況の収集伝達

（略）平成23年12月現在における府内の指定区域は下表のとおりである。 （略）平成24年11月現在における府内の指定区域は下表のとおりである。指定区域追加による時点修正

（略） （略） （建設交通部）

<表>指定区域一覧（平成23年12月現在） <表>指定区域一覧（平成24年11月現在） に差替え

第７節 砂防対策計画 第７節 砂防対策計画

109 第１ 現状 第１ 現状

また、府内には次のとおり砂防指定地がある。 また、府内には次のとおり砂防指定地がある。 時点修正（建設交通部）

箇所数1,421箇所（平成23年12月11日現在） 箇所数1,424箇所（平24年11月1日現在）

第８節 土石流対策計画 第８節 土石流対策計画

110 第２ 計画の方針と内容 第２ 計画の方針と内容

（略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、 （略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、 重要施設である避難所を追加

病院、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地している箇所は 病院、避難所等の他、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地 （建設交通部）

重点的に対策を講じる。 している箇所は重点的に対策を講じる。
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一般( 9/27 )

第９節 地すべり対策計画 第９節 地すべり対策計画

110 第２ 計画の方針と内容 第２ 計画の方針と内容

（略）特に保全対象人家が10戸以上または道路等の公共施設や学校、 （略）特に保全対象人家が10戸以上または道路等の公共施設や学校、 重要施設である避難所を追加

病院、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地している箇所は 病院、避難所等の他、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地 （建設交通部）

重点的に対策を講じる。（略） している箇所は重点的に対策を講じる。（略）

第10節 急傾斜地崩壊対策計画 第10節 急傾斜地崩壊対策計画

111 第１ 現状 第１ 現状

（略）急傾斜地崩壊危険区域が指定されている箇所は「急傾斜地崩壊 （略）急傾斜地崩壊危険区域が指定されている箇所は「急傾斜地崩壊 時点修正（建設交通部）

危険区域の指定箇所一覧表」のとおりであり、297箇所となっている。 危険区域の指定箇所一覧表」のとおりであり、308箇所となっている。

（略） （略）

111 第２ 計画の方針と内容 第２ 計画の方針と内容

（略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、 （略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、 重要施設である避難所を追加

病院、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地している箇所は 病院、避難所等の他、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立 （建設交通部）

重点的に対策を講じる。（略） 地している箇所は重点的に対策を講じる。（略）

また、急傾斜地崩壊危険箇所の内、 また、急傾斜地崩壊危険箇所の内、

１～２（略） １～２（略）

３ 雨水排除・植樹・法面保護等の崩壊防災対策を推進する。 ３ 雨水排除・植樹・法面保護等の崩壊防止対策を推進する。

114 <表>土砂災害危険箇所等一覧表（その２） <表>土砂災害危険箇所等一覧表（その２） 時点修正（建設交通部）

平成23年12月1日現在 平成24年11月1日現在 に差替え

第６章 農業用施設防災計画 第６章 農業用施設防災計画

第１節 現況 第１節 現況

115 第２ 農業用ため池 第２ 農業用ため池

農業用ため池は府内に1,600余箇所あり、水田面積の約４割に当たる1 農業用ため池は府内に約1,600箇所あり、水田面積の約４割に当たる1 適切な文言に修正（農林水産

1,200haの重要な用水補給源になっているが、決壊すると下流に大きな 1,200haの重要な用水補給源になっているが、決壊すると下流に大きな 部）

被害をもたらす場合が予想され、農業用施設の中では、最も注意を要す 被害をもたらす場合が予想され、農業用施設の中では、最も注意を要す

る施設である。 る施設である。

第８章 港湾海岸施設防災計画 第８章 港湾海岸施設防災計画

第１節 海岸の現況 第１節 海岸の現況

123 <表>（海岸保全区域） <表>（海岸保全区域）

国土交通省港湾局所管 海岸延長 131.1㎞ 国土交通省港湾局所管 海岸延長 132.9㎞ 修正（建設交通部）

国土交通省河川局 国土交通省水管理・国土保全局 組織改正(H23.7.1)による（建

設交通部）

第10章 道路及び橋梁防災計画 第10章 道路及び橋梁防災計画

<道路除雪基本要綱> <道路除雪基本要綱>

一般( 10/27 )

131 第９ 気象観測等 第９ 気象観測等

１（略） １（略）

２ 建設交通部長は、京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台において、注 ２ 建設交通部長は、京都地方気象台から、注意報及び警報が発表され 京都北部の気象予警報等の担

意報及び警報が発表された場合、直ちに関係機関に通報するものとす た場合、直ちに関係機関に通報するものとする。 当官署の変更（京都への一元

る。 化）のため（京都地方気象台）

３（略） ３（略）

第12章 建造物防災計画 第12章 建造物防災計画

第１節 建築物の防災対策 第１節 建築物の防災対策

第３ 対象建築物と具体的対策 第３ 対象建築物と具体的対策

148 ３ 住宅、その他の建築物 ３ 住宅、その他の建築物

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略）

(4) 共同住宅等については、平成11年度から順次、建築基準法第12条 (4) 共同住宅等については、建築基準法第12条の規定による定期報告 開始(H11年)から相当経過し

の規定による定期報告を実施することとしており、所有者等に制度 を実施しており、所有者等に制度の周知を図るとともに、本制度の ているため（建設交通部）

の周知を図るとともに、本制度の活用により、建築物の定期点検を 活用により、建築物の定期点検を促進し、必要な改修を指導する。

促進し、必要な改修を指導する。

第13章 文化財災害予防計画 第13章 文化財災害予防計画

第１節 現状 第１節 現状

151 第１ 建造物 第１ 建造物 時点修正（教育庁）

（略）国指定建造物は府内に602棟あるが、国有及び石造物を除いた （略）国指定建造物は府内に614棟あるが、国有及び石造物を除いた

自火報設備の設置が義務付けられている565棟のうち、未設置のものは1 自火報設備の設置が義務付けられている577棟のうち、未設置のものは2

1棟である。また、自火報設備、消火設備、避雷針等を備えた総合的な 3棟である。また、自火報設備、消火設備、避雷針等を備えた総合的な

防災設備が完備されているものは約半数である。 防災設備が完備されているものは約半数である。

一方、府指定・登録文化財建造物は428棟を数えるが、自火報設備は 一方、府指定・登録文化財建造物は440棟を数えるが、自火報設備は

設置が義務付けられている指定建造物の291棟のうち約75％に設置され 設置が義務付けられている指定建造物の300棟のうち約75％に設置され

ているが、登録建造物では約半数である。（略） ているが、登録建造物では約半数である。（略）

151 第２ 美術工芸品（有形民俗文化財を含む） 第２ 美術工芸品（有形民俗文化財を含む） 時点修正（教育庁）

府内における国指定文化財の所有者は413社寺等（国有・公有は除く。） 府内における国指定文化財の所有者は414社寺等（国有・公有は除く。）

である。（略） である。（略）

また、府指定・登録文化財は、現在181所有者、259件（国有・公有は また、府指定・登録文化財は、現在183所有者、262件（国有・公有は

除く。）を数えるが、このうち京都府立山城・丹後両郷土資料館、京都 除く。）を数えるが、このうち京都府立山城・丹後両郷土資料館、京都

国立博物館等の公共施設に寄託となっているものが71件（一部寄託４件 国立博物館等の公共施設に寄託となっているものが73件（一部寄託４件

を含む。）、これ以外の188件のうち、防災施設が整っている建物に所在 を含む。）、これ以外の189件のうち、防災施設が整っている建物に所在

するものは50件ある。残る138件については、防災施設がないため、防 するものは50件ある。残る139件については、防災施設がないため、防

災上の措置について指導助言を行っている。 災上の措置について指導助言を行っている。

151 第３ 史跡、名勝、天然記念物 第３ 史跡、名勝、天然記念物 時点修正（教育庁）

府内に国指定の史跡、名勝、天然記念物は132件、府指定・登録の史 府内に国指定の史跡、名勝、天然記念物は133件、府指定・登録の史
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一般( 11/27 )

跡、名勝、天然記念物は60件あるが、指定地域内にある建造物について 跡、名勝、天然記念物は61件あるが、指定地域内にある建造物について

は、国・府指定等建造物に準じて指導助言を行っている。 は、国・府指定等建造物に準じて指導助言を行っている。

151 第５ 文化的景観 第５ 文化的景観 時点修正（教育庁）

府内に国選定重要文化的景観は１件、府選定文化的景観は８件選定さ 府内に国選定重要文化的景観は１件、府選定文化的景観は９件選定さ

れている。 れている。

第14章 危険物等保安計画 第14章 危険物等保安計画

第２節 計画の内容 第２節 計画の内容

156 第３ 毒物、劇物予防対策 第３ 毒物、劇物予防対策

（略）府保健所及び健康福祉部薬務課（京都市内）の毒物劇物監視員 （略）府保健所及び健康福祉部薬務課（京都市所管以外の京都市内） 京都市内の販売業、業務上取

は、その取扱状況について保健衛生上の見地から随時報告を求め、立入 及び京都市の毒物劇物監視員は、その取扱状況について保健衛生上の見 扱者は京都市が立入検査等を

検査を実施して指導取締を行っている。 地から随時報告を求め、立入検査を実施して指導取締を行っている。 実施のため（健康福祉部）

第15章 消防組織整備計画 第15章 消防組織整備計画

164 <表>（別紙１）市町村相互応援協定締結状況一覧 <表>（別紙１）市町村相互応援協定締結状況一覧

平成21年４月１日現在 平成24年４月１日現在 に差替え 時点修正

第16章 鉄道施設防災計画 第16章 鉄道施設防災計画

第５節 北近畿タンゴ鉄道株式会社の計画 第５節 北近畿タンゴ鉄道株式会社の計画

170 第３ 降積雪に対する対策 第３ 降積雪に対する対策

３ 除雪機等 ３ 除雪機等

除雪モータカーの配置箇所 除雪モータカーの配置箇所

表中 ロータリーモーターカー 表中 モーターカーロータリー 誤記（北近畿タンゴ鉄道）

171 <表>（別表２）雨量計の設置停車場と規制区間 <表>（別表２）雨量計の設置停車場と規制区間

雨量計設置停車場所等 福知山運転支区 雨量計設置停車場所等 福知山運転所 組織再編に伴う名称変更・実

・峰山 運転中止・連 325㎜ ・峰山 運転中止・連 350㎜ 態に合わせる（北近畿タンゴ

・木津温泉 運転中止・連 325㎜ ・木津温泉 運転中止・連 300㎜ 鉄道）

・辛皮 徐行運転・連＋間 100+1㎜ ・辛皮 徐行運転・連＋間 100+10㎜

第19章 資材器材等整備計画 第19章 資材器材等整備計画

190 <図>自衛隊、警察等の支援又は協力による炊出し連絡系統 <図>自衛隊、警察等の支援又は協力による炊出し連絡系統

陸上自衛隊の要請連絡系統図 陸上自衛隊への要請連絡系統図 京都府南部における災害派遣

（略） （略） 要請は第４施設団のため（陸

府防災・原子力安全課 府防災・原子力安全課 自第４施設団）

要請 要請

陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 福知山駐屯地当直司令室 陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 陸上自衛隊第４施設団第３科
※

（電話番号(略)） （電話番号(略)） （電話番号(略)） （電話番号(略)）

一般( 12/27 )

当直司令室 当直司令室

出動 （電話番号(略)） （電話番号（略)）

被災地へ

出動

被災地へ

※京都府南部（宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、

井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村）における要請先

第20章 防災知識普及計画 第20章 防災知識普及計画

192 第３節 学校における防災教育 第３節 学校における防災教育

～193 各学校においては、災害・防災に関する学習と指導を教育課程の中に 各学校においては、防災に関する学習と指導を教育課程の中に位置づ 防災に災害も含むため（教育

位置づけ、家庭や地域社会と密接な連携協力を図りつつ、防災上必要な け、家庭や地域社会と密接な連携協力を図りつつ、防災上必要な基礎的 庁）

基礎的・基本的事項を理解させるとともに自他の生命尊重の精神、ボラ ・基本的事項を理解させるとともに自他の生命尊重の精神、ボランティ

ンティア精神を培うための教育を推進する。 ア精神を培うための教育を推進する。

第１ 児童生徒等に対する教育 第１ 児童生徒等に対する教育 対応能力を広義にとらえるた

災害時及び災害予防活動時における児童生徒等の安全の確保及び防災 災害時及び災害予防活動時における児童生徒等の安全の確保及び災害 め、地震以外に対応（教育庁）

対応能力育成のため、教科、道徳、学級活動、ホームルーム活動、学校 への対応能力育成のため、教科、道徳、学級活動、ホームルーム活動、

行事等の教育活動全体を通じて、災害の基礎的な知識、発災時の緊急行 学校行事等の教育活動全体を通じて、発災のメカニズムの基礎的な知識、

動、応急手当等の指導を行うとともにボランティア精神を培うための教 発災時の緊急行動、応急手当等の指導を行うとともにボランティア精神

育を推進する。 を培うための教育を推進する。

第２ 教職員に対する教育 第２ 教職員に対する教育 対応能力を広義にとらえるた

教職員の防災対応能力を高めるため、研修会等を通じ、災害、防災に 教職員の災害への対応能力を高めるため、研修会等を通じ、災害、防 め、学習指導要領と整合（教

関する専門的知識のかん養及び応急処置等の技能の向上を図る。 災に関する専門的知識のかん養及び応急手当等の技能の向上を図る。 育庁）

第24章 交通対策及び輸送計画 第24章 交通対策及び輸送計画

第２節 緊急通行車両 第２節 緊急通行車両

202 第２ 緊急通行車両の事前届出制度 第２ 緊急通行車両の事前届出制度 緊急通行車両等の事前届出・

災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、緊急通行車両の需 災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、緊急通行車両の需 確認手続要領の改正による

要数を事前に把握して、確認手続きの省力化・効率化を図るため、 要数を事前に把握して、確認手続きの省力化・効率化を図るため、 （府警察本部）

第１に規定する車両を対象にした事前届出制度を導入し、その事務 第１に規定する車両を対象にした事前届出制度を導入し、その事務

手続等については、警察本部において定める。 手続等については、警察本部において定める。

１～２（略） １～２（略）

（項目新設） ３ 使用の本拠の位置が京都府内にある車両

第25章 医療助産計画 第25章 医療助産計画

205 章中、基幹災害医療センター 章中、基幹災害拠点病院 災害医療対策事業等実施要綱

～206 地域災害医療センター 地域災害拠点病院 改正(H24.3.21)による（健康

福祉部）

第２節 計画の内容 第２節 計画の内容

6



一般( 13/27 )

第３ 基幹災害医療センター及び地域災害医療センター 第３ 基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院

205 <表>（資料）災害医療センター一覧 <表>（資料）災害拠点病院等一覧

（地域災害拠点病院に山城北医療圏内医療機関を追加） 山城北医療圏 第二岡本総合病院

（その他緊急医療災害医療チーム保有医療機関を一覧に追加） 京都・乙訓医療圏 国立病院機構京都センター 災害拠点病院の追加、DMAT保

国立大学法人京都大学医学部附属病院 有機医療機関の記載（健康福

公立大学法人京都府立医科大学附属病院 祉部）

206 第７ 災害時搬送システムの確立 第７ 災害時搬送システムの確立

関係機関は、災害時の患者、医薬品等の資器材、医療救護班等の搬 関係機関は、災害時の患者、医薬品等の資器材、医療救護班等の搬

送を確保するため、次のとおり整備に努める。 送を確保するため、次のとおり整備に努める。 基幹災害拠点病院にはヘリポ

１（略） １（略） ートが整備済のため（健康福

２ 基幹災害医療センターのへリポートの整備 ２ 災害拠点病院のへリポートの整備 祉部）

第36章 都市公園施設防災計画 第36章 都市公園施設防災計画

228 第１節 現況 第１節 現況 時点修正（建設交通部）

府立都市公園は、現在11箇所、404.7ヘクタールある。（略） 府立都市公園は、現在11箇所、404.8ヘクタールある。（略）

<表>京都府立都市公園(平成23年4月1日現在) <表>京都府立都市公園(平成24年4月1日現在)

丹波自然運動公園 供用面積 53.1ha 丹波自然運動公園 供用面積 53.2ha

合計 供用面積 404.7ha 合計 供用面積 404.8ha

第37章 広域防災活動拠点計画 第37章 広域防災活動拠点計画

第２節 広域防災活動拠点とする施設 第２節 広域防災活動拠点とする施設

230 第１ 施設名、所在地 第１ 施設名、所在地

<表>（広域防災活動拠点施設） <表>（広域防災活動拠点施設）

丹波自然運動公園 面積 52.7ha 丹波自然運動公園 面積 53.2ha 時点修正（建設交通部）

第３編 災害応急対策計画 第３編 災害応急対策計画

第１章 災害対策本部等運用計画 第１章 災害対策本部等運用計画

第２節 府の活動体制 第２節 府の活動体制

<図>雪害発生時の本部設置基準 <図>雪害発生時の本部設置基準

235 京都府雪害対策連絡本部 委員 警備部理事官（危機管理対策室長） 京都府雪害対策連絡本部 委員 危機管理対策室長 組織改正による（府警察本部）

239 （節追加） 第６節 広域応援協力計画 震災編と統一（防災原子力安

第１ 国に対する応援要請 全課）

１ 知事は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があると認めるとき

は、災害対策基本法第29条第１項に基づき指定行政機関又は指定地方

行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請し、又は同法第30

条第1項に基づき内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は指定地方行

一般( 14/27 )

政機関の職員の派遣についてあっ旋を求める。（参考資料：資料編３

－18）

内閣総理大臣及び指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対して

職員の派遣の要請及びあっ旋を求めるときは、次の事項を記載した文

書をもって行う。

(1) 派遣を要請（あっ旋）する理由

(2) 派遣を要請（あっ旋）する職員の職種別人員数

(3) 派遣を必要とする期間

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

２ 知事は、応急措置を実施するため、又は市町村の実施する応急措置

が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるとき

は、災対法第70条第3 項に基づき指定行政機関の長若しくは指定地方

行政機関の長又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、応

急措置の実施を要請し、又は求める。

３ 知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合においてこれらの

災害が発生した市町村の消防からの消防組織法第24条の3 の規定によ

る応援要請に基づき、同条の規定により消防庁長官に応援要請する。

消防応援に関する緊急時の特例

(1) 消防庁長官は、災害の規模等に照らし緊急を要し、都道府県の知

事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待た

ないで、災害発生市町村のため、他の都道府県の知事に対し、消防

の応援のため必要な措置をとることを求めることができるものと

る。

(2) 消防庁長官は、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広

域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必

要がると認められるときは、災害発生市町村のため、他の市町村の

長に対し、応援出動等の措置をとることを自ら求めることができる。

第２ 他の都道府県に対する応援要請

１ 知事は、災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必

要があると認めるときは、災害対策基本法第74条第１項に基づき他の

都道府県知事に対し、応援要請する。

なお、必要に応じて全国知事会、関西広域連合に対し調整を要請す

る。

２ 知事は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、「近

畿２府７県震災時等の相互応援に関する協定」に基づき、応援主管府

県の大阪府又は応援副主管府県の福井県に応援要請する。

３ 知事は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、「全

国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」に基づき、近畿

ブロック知事会の幹事府県に応援要請する。

7



一般( 15/27 )

第３ 市町村に対する応援指示等

１ 知事は、市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるよう

にするために、特に必要があると認めるときは、災対法第72条に基づ

き被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、又は他の市

町村長に対し被災市町村を応援するよう指示する。

２ 知事は、消防庁長官の求めに応じ当該必要な措置をとる場合におい

て、必要があると認めるときは、消防組織法第24条の３第２項に基づ

きその区域内の市町村長に対し、消防機関の職員の応援出動等の措置

をとることを求める。

第４ 広域的応援体制

１ 災害の規模が大きく、被害が甚大な場合に、関西広域連合による広

域応援体制の整備を図る。

２ 府警察本部は大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合

に、広域的な災害警備活動にあたる広域緊急援助隊を編成し、広域応

援体制の整備を図る。

３ 人命の救助活動等をより効果的かつ充実するため編成した緊急消防

援助隊による広域応援体制の整備を図る。

４ 市町村等は、災害時における相互応援を円滑に実施するため、あら

かじめ相互応援に関する協定などを締結する等、広域応援体制の整備

に努める。

なお、知事は、市町村の相互応援協定の締結について指導・助言す

る。

第５ 職員の派遣

他府県又は市町村から職員の派遣の要請又はあっ旋要求があったとき

は、所掌事務の遂行に支障がない限り適任と認める職員の派遣について

協力するものとする。

第６ 近畿地方整備局 「災害時の応援に関する申し

１ 計画の方針 合わせ」(H17.6.14締結）に

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下、「災害が発生 基づく応援を追加（近畿地方

した場合」という。）、近畿地方整備局は「災害時の応援に関する申し 整備局）

合わせ（平成17年6月14日締結）」に基づき、京都府に対し応援を行う。

２ 計画の内容

(1) 応援の内容

ア 被害情報の収集・伝達

イ 災害の応急復旧

ウ 二次災害の防止

エ その他必要と認められる事項

(2) 応援の要請

京都府建設交通部長は災害が発生した場合、近畿地方整備局企画

部長へ口頭又は電話等により応援要請を行い、事後速やかに文書を

一般( 16/27 )

提出する。

近畿地方整備局は、京都府から応援の要請を受け応援を行う場合

は、京都府に応援する旨を口頭又は電話により伝え、事後速やかに

文書対応を行う。

(3) 応援の実施

近畿地方整備局は京都府の応援要請に対し、災害対策用資機材等

及び人員配置の状況を勘案し、可能な応援を行う

(4) 応援要請によらない応援

近畿地方整備局は災害が発生した場合、その事態に照らし特に緊

急を要し、応援要請を待ついとまがないと認められるときは、被害

情報の収集・伝達に関し独自のの判断で応援を行う。

第６節 災害対策本部の設置及び閉鎖 第７節 災害対策本部の設置及び閉鎖 節番号繰下げ

第７節 災害対策本部の組織等 第８節 災害対策本部の組織等 節番号繰下げ

241 <図>京都府災害対策本部組織図 <図>京都府災害対策本部組織図 府組織改正による（文化環境

文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正） 部・商工労働観光部）

242 <図>災害対策本部の事務分掌 <図>災害対策本部の事務分掌 府組織改正による（文化環境

～247 文化環境部，健康福祉部，商工労働観光部（各班を現在の課構成 部・健康福祉部・商工労働観

文化環境部，健康福祉部，商工労働観光部 に合わせ修正） 光部）

建設交通部中 国土交通省河川局 建設交通部中 国土交通省水管理・国土保全局 組織改正(H23.7.1)による（建

設交通部）

第８節 現地災害対策本部運用計画 第９節 現地災害対策本部運用計画

第３ 現地災害対策本部の職員 第３ 現地災害対策本部の職員

248 <表>（現地対策本部） <表>（現地対策本部）

その他の職員 警察本部警備部理事官（危機管理対策室長） その他の職員 警察本部危機管理対策室長 組織改正による（府警察本部）

第９節 複合災害時の対応 第10節 複合災害時の対応 節番号繰下げ

（節追加） 第11節 企業等の事業継続に係る情報提供・収集窓口 地域防災見直し部会 京都BCP

企業等の事業継続に係る情報提供・収集が必要であるときは、災害対 検討会議委員意見の反映（防

策本部にそのための窓口を設置する。 災原子力安全課）

第10節～第12節（略） 第12節～第14節（略） 節番号繰下げ

254 <図>災害対策本部要員動員計画表 <図>災害対策本部要員動員計画表 府組織改正による（文化環境

～255 文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正） 部・商工労働観光部）
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一般( 17/27 )

第３章 通信情報連絡活動計画 第３章 通信情報連絡活動計画

263 <図>被災市町村長からの災害情報等の伝達系統 <図>被災市町村長からの災害情報等の伝達系統

・孤立防止無線欄 笠置町、和束町 孤立 （孤立防止無線 欄名、記載、注意書き 削除） 孤立防止要衛星電話廃止のた

・注 「孤立」とは西日本電信電話㈱設置の「孤立防止対策用衛星電

話」のことである。 め（ＮＴＴ西日本）

・向日市 環境政策課 ・向日市 防災安全課 組織改正(H24.4.1)のため（向

日市）

・福知山市 総務課 ・福知山市 危機管理室 組織改正のため

・宮津市 総務室 ・宮津市 企画総務室 （ＮＴＴ電話番号(直通)を追加） 組織改正(H23.4.1)のため（宮

津市）

・伊根町 衛星通信系防災情報システム ・伊根町 衛星通信系防災情報システム（番号変更） 電話機変更（伊根町）

266 <表>防災関係機関と災害対策本部各部の分担 <表>防災関係機関と災害対策本部各部の分担

関係機関 郵便事業株式会社京都支店 関係機関 日本郵便株式会社（京都中央郵便局） 郵便関係会社統合(H24.10.1)

郵便局株式会社（京都中央郵便局） （削除） のため（日本郵便）

社団法人京都府看護協会 公益社団法人京都府看護協会 公益社団法人へ移行(H24.4.

1）（看護協会）

第７章 水防計画 第７章 水防計画

第２節 計画の内容 第２節 計画の内容

第４ 水防活動 第４ 水防活動

１ 水防体制 １ 水防体制

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略）

282 (4) 大野ダム管理事務所の水防体制 (4) 大野ダム管理事務所の水防体制

ア 京都地方気象台又は舞鶴海洋気象台から降雨に関する注意報又 ア 京都地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられた 京都北部の気象予警報等の担

は警報が発せられた時は大野ダム操作規則第13条の規定に基づき 時は大野ダム操作規則第13条の規定に基づき洪水警戒体制に入る 当官署の変更（京都への一元

洪水警戒体制に入るものとする。 ものとする。 化）のため（京都地方気象台）

イ（略） イ（略）

(5)～(7)（略） (5)～(7)（略）

第８章 避難に関する計画 第８章 避難に関する計画

第６節 避難者健康対策 第６節 避難者健康対策 東日本大震災での経験を踏ま

290 第１ 計画の方針 第１ 活動の方針 え、急性期と中長期の時系列

避難生活の長期化による精神的・身体的疲労等に伴う健康状態の悪化 災害発生から刻々と変化する中で、避難生活による精神的・身体的疲 に分けて再構成、こころのケ

予防や生活環境の激変に伴う心身の変化への迅速な対応により、避難者 労等に伴う健康状態の悪化予防や生活環境の激変に伴う心身の変化への アチームとの連携を追記（健

の健康保持を図る。 迅速な対応により、被災者の健康保持を図る。 康福祉部）

290 第３ 体制の整備 第３ 支援活動体制及び活動内容

～291 １ 府保健所を中心に市町村、府精神保健福祉総合センター、府家庭支 被災者の健康問題に対応するため、被災地市町村と府は保健師や栄養

一般( 18/27 )

援総合センター、府児童相談所、関係機関などとの連携を図り、協力 士等の支援チームを編成し支援活動にあたる。

体制を確保する。 １ 災害発生から概ね２週間

２ 被害の程度に応じて、隣接する保健所、他府県の自治体に支援を求 (1) 自宅滞在している被災者への保健活動

める。 ア 地域住民の被災状況を把握するとともに、居宅滞在者の健康調

３ 府保健所長は、地域の避難者の健康対策を推進するため、地域のニ 査を実施する。

ーズを踏まえ、府精神保健福祉総合センター、府児童相談所、関係機 イ 健康維持や生活活動等に必要な保健・医療・福祉（介護）の情

関などから派遣される関係職員を構成員とする支援チームを組織し、 報を提供するとともに必要に応じた支援を行う。

その活動を指導する。 (2) 避難所の被災者への保健活動

第４ 保健活動の実施 ア 被災住民への健康相談により、被災者の健康状況を把握する。

被災住民の健康相談等に対応するため、保健師、栄養士等による巡回 イ 医療が必要な者を早期に発見し必要な医療・保健指導を行うた

健康相談チームを編成し、救護所及び福祉事務所等関係機関と連携しな め、巡回診療体制を準備し実施する。

がら、被災者の健康保持のため以下の事業を行う。 ウ 避難所支援関係者との連絡調整、連携、情報共有により、環境

１ 活動体制 整備を図る。

(1) 市町村（京都市を除く）は被災者の状況等、被害の状況を速やか (3) 支援体制の企画・調整活動

に、管轄保健所長に報告するとともに、避難者の健康保持を図るた ア 派遣支援者へのオリエンテーションを企画・実施する。

め、必要な保健サービスの復旧を図る体制づくりに努め、保健所に イ 居宅及び避難所の被災者への支援体制づくり及び調整を行う。

協力要請を行う。 ウ 救護所やこころのケアチーム等関係部局や関係機関と連携を図

(2) 府保健所は、活動計画の作成、巡回健康相談チームの編成及びス り、必要な支援調整や情報の共有を図る。

タッフへの日々の活動内容の指示を行う。 エ 職員の健康管理として、心身の疲労状況を把握し必要に応じて

(3) 本庁は、他府県の自治体等に対して巡回健康相談チームの支援ス 対処する。

タッフの派遣依頼を行う。 オ 必要物品・設備の点検及び整備、調整を行う。

２ 事業内容 ２ 災害発生概ね２週間以降

(1) 避難所等における巡回健康相談、被災地における一般家庭・仮設 (1) 新たな環境に適応できるよう、住民間交流やコミュニティづくり

住宅入居者への訪問指導及び健康調査 を支援する。

ア 避難生活の長期化に伴う健康障害の予防、高齢者、妊産婦、障 (2) 避難生活の長期化に伴う身体的・精神的・社会的健康問題の変化

害者、難病患者、人工透析患者やその他疾病を持った人の健康状 を把握し、支援方法について検討し実施する。

況の悪化防止のために、巡回健康相談・栄養相談を実施するとと (3) 一時避難所から仮設住宅入居あるいは自宅等へ移る者及び仮設住

もに、救援所等と連携し、適切な治療に繋げる。 宅から自宅へ戻る者等に対する生活環境等を支援する。

イ 被災地の一般家庭・仮設住宅入居者への訪問指導を通じて被災 (4) 通常業務を再開するための体制づくりを行う。

者のニーズを把握し、関係者関係機関に情報提供を行うとともに、

福祉との相互調整を図り、被災者に対して必要な保健・医療・福

祉のサービスが受けられるように調整、支援を行う。

ウ 被災者の健康調査（栄養調査、歯科検診等）を、関係機関の協

力を得て行い、潜在的な健康障害を早期に発見し、所要の措置を

行う。

(2) 健康教育・健康づくりの集い等の開催

ア 被災者が相互交流できる場を設定し、必要な健康情報を提供し

ながら、被災者のニーズに合わせた健康教育、健康相談を行う。

第10章 食料供給計画 第10章 食料供給計画
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一般( 19/27 )

297 第１節 計画の方針 第１節 計画の方針

被災者等に対して速やかに食料供給ができるよう、供給・調達その他 被災者等に対して速やかに食料供給ができるよう、供給・調達その他

必要な事項を定める。 必要な事項を定める。

被災地の実情を考慮するとともに、災害時要配慮者等のニーズや、男 防災基本計画修正(H24.9.6）

女のニーズの違いに配慮するものとする。 による（男女共同参画課）

第３節 給食に必要な米穀の確保 第３節 給食に必要な米穀の確保

298 第３ 災害救助法が適用された場合の米穀の調達 第３ 災害救助法が適用された場合の米穀の調達 「米穀の買入れ・販売等に関

１～２（略） １～２（略） する基本要領」変更(H21.5.2

３ 政府所有米穀の供給についての手続きは次のとおりとする。 ３ 政府所有米穀の供給についての手続きは次のとおりとする。 9)による（近畿農政局）

ア 生産局長への要請は「災害救助用米穀の引渡要請書」等により行 ア 生産局長への要請は「災害救助用米穀の引渡要請書」により行う。

う。

イ 知事は、生産局長と供給する政府所有米穀及び引渡方法等を調整 イ 知事は、生産局長と供給する政府所有米穀及び引渡方法等を調整

し「政府所有米穀売買契約書」を締結する。 し「政府所有主要米穀売買契約書」を締結する。

ウ（略） ウ（略）

第11章 生活必需品等供給計画 第11章 生活必需品等供給計画

300 第１節 計画の方針 第１節 計画の方針

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品及び応急復旧資材の確保 被災者に対する被服、寝具その他生活必需品及び応急復旧資材の確保

と供給を迅速、円滑に実施し、災害時に不安混乱を生じないよう調達の と供給を迅速、円滑に実施し、災害時に不安混乱を生じないよう調達の計

計画および配分要領等を定めるものとする。 画および配分要領等を定めるものとする。

被災地の実情を考慮するとともに、災害時要配慮者等のニーズや、男 防災基本計画修正(H24.9.6）

女のニーズの違いに配慮するものとする。 による（男女共同参画課）

301 第６節 応急復旧資材の調達あっ旋 第６節 応急復旧資材の調達あっ旋

第１ 市町村から要請される応急復旧資材については、京都府において 市町村から要請される応急復旧資材については、京都府において調達

調達のあっ旋を行う。 のあっ旋を行う。

第２ 近畿中国森林管理局管内の主要貯木場に年間を通じて、7,000aの （第２ 削除） 現状と整合(管内貯木場を保

災害復旧用材を備蓄し、府の要請によりすみやかに提供できるよう 有しておらず、備蓄財対応が

措置する。 困難)（近畿中国森林管理局）

第12章 給水計画 第12章 給水計画

307 <図>給水の連絡系統 <図>給水の連絡系統

府災害対策本部 ［他府県担当課・電話番号］ 府災害対策本部 ［他府県担当課・電話番号］（現課名等に修正） 時点修正（文化環境部）

陸上自衛隊第７普通科連隊（順位１） 陸上自衛隊第７普通科連隊

第４施設団第３科（〃２） （削除

関西地区補給処企画室（〃３） （削除）

第13章 住宅対策計画 第13章 住宅対策計画

309 第５節 建築資材の調達 第５節 建築資材の調達

一般( 20/27 )

災害救助法による応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に要する木 災害救助法による応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に要する木

材等の調達は、第３編第10章に定める計画によって行うが、特に必要が 材等の調達は、第３編第11章に定める計画によって行うが、特に必要が 章番号の修正

生じたときは国有林野産物（木材等）の減額販売を受けることができる。 生じたときは国有林野産物（木材等）の減額販売を受けることができる。

（略） （略）

第14章 医療助産計画 第14章 医療助産計画

311 章中、基幹災害医療センター 章中、基幹災害拠点病院 災害医療対策事業等実施要綱

～315 地域災害医療センター 地域災害拠点病院 改正(H24.3.21)による（健康

福祉部）

315 <図>空輸のための応援要請をする場合の連絡系統 <図>空輸のための応援要請をする場合の連絡系統 第４施設団へ災害派遣要請し

（略） 府防災・原子力安全課 （略） 府防災・原子力安全課 た場合は、第４施設団が窓口

京都市消防局消防指令センター 京都市消防局消防指令センター となるため（陸自第４施設団）

府警察本部警備第一課 府警察本部警備第一課

陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略） 陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略）

陸上自衛隊第４施設団第３科

海上自衛隊舞鶴地方総監部 海上自衛隊舞鶴地方総監部

第八管区海上保安本部警備救護部救難課 第八管区海上保安本部警備救護部救難課

第19章 文教応急対策計画 第19章 文教応急対策計画

第２節 情報の収集・伝達 第２節 情報の収集・伝達

326 第２ 被害情報の収集・伝達 第２ 被害情報の収集・伝達

（略）災害により電話、ファックス等の通信が途絶した場合、携帯電 （略）災害により固定電話、ファックス等の通信が途絶した場合、携 携帯電話と区別（教育庁）

話や電子メール等の通信機器のほか、テレビ、ラジオ、インターネット 帯電話や電子メール等の通信機器のほか、テレビ、ラジオ、インターネ

等の情報など、必要に応じ、あらゆる手段での情報の収集伝達に努める。 ット等の情報など、必要に応じ、あらゆる手段での情報の収集伝達に努

める。

第４節 学校等における安全対策 第４節 学校等における安全対策

第１ 学校における安全対策 第１ 学校における安全対策

327 ４ 保護者への児童生徒等の引渡し ４ 保護者への児童生徒等の引渡し 保護者の安全にも配慮（教育

児童生徒等を引渡すことが適切と判断される場合には、あらかじめ 児童生徒等を引渡すことが適切と判断される場合には、あらかじめ 庁）

定めた方法により速やかに保護者と連絡をとり、安全、確実に実施す 定めた方法により速やかに保護者と連絡をとり、安全、確実に実施す

る。 るとともに、保護者の安全にも十分に留意する。

第５節 教育に関する応急措置 第５節 教育に関する応急措置

328 第６ 学校給食の対策 第６ 学校給食の対策 給食の内容を広義にとらえる

学校給食物資の確保及び応急給食の実施については、財団法人京都府 学校給食物資の確保及び応急的な給食の実施については、財団法人京 ため（教育庁）

学校給食会等と協議し、必要な措置を講じる。 都府学校給食会等と協議し、必要な措置を講じる。

第20章 輸送計画 第20章 輸送計画
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一般( 21/27 )

第２節 輸送力の確保 第２節 輸送力の確保

330 第１ 京都府 第１ 京都府

１（略） １（略）

２ 府が市町村から輸送の確保について要請を受けたとき及び府公用車 ２ 府が市町村から輸送の確保について要請を受けたとき及び府公用車

に不足を生じたときは、近畿運輸局京（略） に不足を生じたときは、近畿運輸局京都運輸支局に車両借上げを要請 記載もれ（近畿運輸局）

し、輸送力の確保に万全を期する。（略）

335 <図>輸送計画の連絡系統 <図>輸送計画の連絡系統

３ ヘリコプターによる空輸を要請する場合 ３ ヘリコプターによる空輸を要請する場合 第４施設団へ災害派遣要請し

府災害対策本部 府災害対策本部 た場合は、第４施設団が窓口

京都市消防局消防指令センター 京都市消防局消防指令センター となるため（陸自第４施設団）

府警察本部警備第一課 府警察本部警備第一課

陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略） 陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略）

陸上自衛隊第４施設団第３科

海上自衛隊舞鶴地方総監部 海上自衛隊舞鶴地方総監部

第八管区海上保安本部警備救護部救難課 第八管区海上保安本部警備救護部救難課

第21章 交通規制に関する計画 第21章 交通規制に関する計画

340 第１節 計画の方針 第１節 計画の方針

災害時における交通の安全を確保するための交通規制、標示、道路標 災害時における交通の安全と円滑を確保するための交通規制、標示、

識及び航路標識の設置、交通情報の収集及び広報についてその要領を定 道路標識及び航路標識の設置、交通情報の収集及び広報についてその要

める。 領を定める。

第２節 交通規制対策 第２節 交通規制対策

第１ 関係機関の対策 第１ 関係機関の対策

341 １ 警察本部等の対策 １ 府警察本部等の対策 震災編と整合（府警察本部）

～342 (1)～(7)（略） (1)～(7)（略）

(8) 警察本部長は、人命救助等の災害応急対策がおおむね終了したと (8) 警察本部長は、人命救助等の災害応急対策がおおむね終了したと 交通規制を解除する状態であ

認めた場合は、道路等の復旧状況及び復旧・復興に必要な交通需要 認めた場合は、道路等の復旧状況及び復旧・復興に必要な交通需要 れば更なる交通規制は不要

を勘案の上、法交通規制を解除し、道路交通法に基づく交通規制を を勘案の上、法交通規制を解除する。 （府警察本部

実施する。

第４節 交通情報の収集及び提供 第４節 交通情報の収集及び提供

第１ 府警察本部の対策 第１ 府警察本部の対策

342 １ 交通情報の収集 １ 交通情報の収集 文言の適正化、近畿管区警察

(1)（略） (1)（略） 局組織名称変更（府警察本部）

(2) 交通管制センターにおいては現地警察又は道路管理者等から、定 (2) 交通管制センターにおいては現地警察又は道路管理者等から、定

時又は不定時に交通障害状況、交通流動状況等の交通情報を収集す 時又は不定時に道路交通の状況等の道路交通情報を収集する。

る。

(3) 管下各警察署、高速道路交通警察隊から交通障害の概況及び対策 (3) 管下各警察署、高速道路交通警察隊から道路交通の状況及びとら

一般( 22/27 )

並びに復旧工事の見通しについて報告させること。 れた対策並びに道路の復旧工事の見通しについて報告させること。

(4) 近畿管区警察局交通担当課（吹田高速道路管理室を含む。）隣接 (4) 近畿管区警察局交通担当課（高速道路管理室を含む。）隣接府県

府県警察本部交通規制担当課（交通管制担当課を含む。）一般国道 警察本部交通規制担当課（交通管制担当課を含む。）一般国道、府

・府道及び京都市道の道路管理者・日本道路交通情報センター並び 道、京都市道、高速道路自動車道等の道路管理者・日本道路交通情

に各新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関と相互連絡を密にして情報 報センター並びに各新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関と相互連絡

の交換に努めること。 を密にして情報の交換に努めること。

(5)（略） (5)（略）

345 第５節 異常気象時における道路通行規制要領 第５節 異常気象時における道路通行規制要領

<表>阪神高速道路の交通規制基準 <表>阪神高速道路の交通規制基準 大雨時における交通規制区間

及び規制基準値設定(H24.6.

1）のため（阪神高速道路）

347 <図>道路・交通の災害情報等の伝達系統 <図>道路・交通の災害情報等の伝達系統

土木事務所 市町村 広域振興局
土木事務所

市町村
広域振興局

迅速かつ正確な情報伝達を行

うため（山城広域振興局）

府防災・原子力安全課 府警察本部警備第一課 府防災・原子力安全課
府警察本部

警備第一課 迅速な情報伝達を行うため

交通規制課 （府警察本部）

各警察署 各警察署

355 <表>特殊通行規制区間及び道路通行規制基準（２／３） <表>特殊通行規制区間及び道路通行規制基準（２／３）

京都線

発生事案 規制基準値 規制の内容 広 報

風速15m/s以上 注意表示 道路情報ラジオ放送
強 風 道路情報板の掲示

日本道路交通情報センター
風速25m/s以上 通行禁止 からのラジオ放送

大 雨 － 注意表示・その他必要な交通規制 同 上

火 災 － 状況により現場付近の交通規制 同 上
又は通行禁止

視程300m以下 注意徐行表示
濃 霧 同 上

視程 50m以下 通行禁止

震度4 注意表示

地 震 震度5弱 減速表示・入路閉鎖 同 上

震度5強以上 通行禁止

京都線

発生事案 区間 規制基準値 規制の内容 広 報

風速15m/s以上 注意表示
強 風 全線

風速25m/s以上 通行止

時間雨量50㎜以上 巡回強化・注意表示
山科

大 雨 ～ 連続雨量140㎜以上
鴨川西 通行止

連続雨量100㎜以上 ・道路情報ラジオ放送
かつ時間雨量50㎜以上

・道路情報板の掲示
状況により現場付近の交通

火 災 全線 － 規制 ・日本道路交通情報センター
又は通行禁止 による広報

視程300m以下 注意徐行表示
濃 霧 全線

視程 50m以下 通行禁止

震度4 注意表示

地 震 全線 震度5弱 減速表示・入路閉鎖

震度5強以上 通行禁止
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一般( 23/27 )

綾部インター線 （迂回路を追加） 綾部インター線 迂回路 (府)福知山綾部・(市)西町青野 記載漏れ（中丹広域振興局）

第22章 災害警備計画 第22章 災害警備計画

366 <図>警備計画の連絡系統 <図>警備計画の連絡系統

京都市内各署警備本部 堀川警察署 （電話番号） 京都市内各署警備本部 中京警察署 （電話番号） 警察署再編(H24..4.1)による

五条警察署 （電話番号） 下京警察署 （電話番号） （府警察本部）

七条警察署 （電話番号）

第25章 鉄道施設応急対策計画 第25章 鉄道施設応急対策計画

第４節 北近畿タンゴ鉄道株式会社の計画 第４節 北近畿タンゴ鉄道株式会社の計画

376 第２ 事故対策本部及び事故復旧本部の設置 第２ 事故対策本部及び事故復旧本部の設置

事故が発生した場合及びそのおそれがあるときは、下記の基準により、 事故が発生した場合及びそのおそれがあるときは、下記の基準により、組織再編に伴う名称変更（北

運行本部内に事故対策本部を、事故現場に事故復旧本部を設置する。 宮津本部内に事故対策本部を、事故現場に事故復旧本部を設置する。 近畿タンゴ鉄道）

377 第３ 部外機関への協力要請 第３ 部外機関への協力要請 組織再編に伴う名称変更（北

表中 自衛隊（担当者） 経営企画部長 表中 自衛隊（担当者） 総務部長 近畿タンゴ鉄道）

第27章 電気・ガス・上下水道施設応急対策計画 第27章 電気・ガス・上下水道施設応急対策計画

第２節 電気施設応急対策計画 第２節 電気施設応急対策計画

第２ 計画の内容 第２ 計画の内容

１ 非常災害前の対策 １ 非常災害前の対策

382 (1) 設備の予防強化 (1) 設備の予防強化 予防施策に係る記載であるた

洪水等の被害より防護するため諸施設の災害予防について応急対 洪水等の被害より防護するため諸施設の災害予防について対策を め文言を適正化（関西電力）

策を講ずる。 講ずる。

発変電、送配電設備の工事中又は仮工事実施中のものは速やかに 発変電、送配電設備の工事中又は仮工事実施中のものは速やかに

本工事を完了するほか、応急措置を講ずる通信設備については予備 本工事を完了するほか、予防措置を講ずる通信設備については予備

電源装置の試運転、燃料冷水の補給等を行う。 電源装置の試運転、燃料冷水の補給等を行う。

(2)～(3)（略） (2)～(3)（略）

第３節 ガス施設応急対策計画 第３節 ガス施設応急対策計画

第２ 応急対策 第２ 応急対策

１（略） １（略）

２ 応急対策要員の確保 ２ 応急対策要員の確保

383 (1)～(2)（略） (1)～(2)（略）

(3) 大規模な災害により、事業者単独で対応することが困難な場合に (3) 大規模な災害により、事業者単独で対応することが困難な場合に

は、社団法人日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における救援 は、一般社団法人日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における 名称変更（中部近畿産業保安

措置要綱」に基づき、被災をまぬがれた事業者からの協力体制を活 救援措置要綱」に基づき、被災をまぬがれた事業者からの協力体制 監督部）

用する。 を活用する。

３～５（略） ３～５（略）

一般( 24/27 )

第30章 自衛隊災害派遣計画 第30章 自衛隊災害派遣計画

第５節 災害派遣要請手続 第５節 災害派遣要請手続

409 １ 知事が要請する場合（第１の場合） １ 知事が要請する場合（第１の場合）

陸上自衛隊第７普通科連隊長 (1) 陸上自衛隊第７普通科連隊長

自衛隊緊急要請窓口

第７普通科連隊第３科 第７普通科連隊第３科

（略） （略）

(2) 陸上自衛隊第４施設団長 京都府南部における災害派遣

第４施設団第３科 要請は第４施設団のため（陸

所在地 宇治市広野町風呂外1-1 自第４施設団）

電話番号（略）

第34章 京都府災害支援対策本部運用計画 第34章 京都府災害支援対策本部運用計画

423 <図>京都府災害支援対策本部組織図 <図>京都府災害支援対策本部組織図 府組織改正による（文化環境

文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正） 部・商工労働観光部）

424 <図>京都府災害支援対策本部事務分掌 <図>京都府災害支援対策本部事務分掌 府組織改正による（文化環境

～427 文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正） 部・商工労働観光部）

第４編 災害復旧計画 第４編 災害復旧計画

第１章 生活確保対策計画 第１章 生活確保対策計画

第７節 金融措置計画 第７節 金融措置計画

第２ 内容 第２ 内容

１ 近畿財務局京都財務事務所の措置 １ 近畿財務局京都財務事務所の措置 近畿財務局防災マニュアルと

(1) 現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、金融機関等 (1) 現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、金融機関等 文言統一（京都財務事務所）

に対し、金融上の措置を講じるよう要請する。 に対し、金融上の措置を講じるよう要請する。

442 ア 対象金融機関等 ア 対象金融機関等

(ｱ) 預貯金取扱金融機関 (ｱ) 預貯金取扱金融機関

主要行等（※）、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、 主要行等（※）、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、

労働金庫、信用農業・漁業協同組合連合会、農業・漁業協同組合 農林中央金庫、商工組合中央金庫、労働金庫、信用農業・漁業協

同組合連合会、農業・漁業協同組合

※主要行等には、都市銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行を含む。 ※主要行等には、都市銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行を含む。

(ｲ)～(ｳ)（略） (ｲ)～(ｳ)（略）

(ｴ) 証券会社 (ｴ) 証券会社等

442 イ 金融上の措置の要請事項 イ 金融上の措置の要請事項

～443 (ｱ)（略） (ｱ)（略）

(ｲ) 生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社 (ｲ) 生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社

a （略） a （略）

b 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置 b 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置

12



一般( 25/27 )

生命保険又は損害保険料の払込については、できる限り迅速に 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅

行うよう配慮し、生命保険料及び損害保険料の払込については、 速に行うよう配慮し、生命保険料及び損害保険料の払込について

契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置 は、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の

を講ずること。 措置を講ずること。

(ｳ)（略） (ｳ)（略）

(ｴ) 証券会社 (ｴ) 証券会社等

a～b（略） a～b（略）

c 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払い c 被災者顧客から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払

の申し出があった場合の可能な限りの便宜措置 いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置

d～e（略） d～e（略）

第８節 郵便事業計画 第８節 郵便事業計画

444 第２ 内容 第２ 内容

１～２（略） １～２（略）

３ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 ３ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 郵便関係会社統合(H24.10.1)

災害時において、郵便法第18条に基づき、被災者の安否通信等の便 災害時において、郵便法第18条に基づき、被災者の安否通信等の便 により支店はなくなったため

宜を図るため、関係法令等に基づき、被災地の支店、郵便局において、 宜を図るため、関係法令等に基づき、被災地の郵便局において、被災 （日本郵便）

被災世帯に対し通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 世帯に対し通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。

４（略） ４（略）

第２章 公共土木施設復旧計画 第２章 公共土木施設復旧計画

第２節 国土交通省の計画 第２節 国土交通省の計画

第２ 災害復旧の実施 第２ 災害復旧の実施

445 ２ 災害査定の早期実施 ２ 災害査定の早期実施

（略）災害発生後、河川、道路、港湾、都市施設等の早期復旧のた （略）災害発生後、河川、道路、港湾、海岸、都市施設等の早期復 追記（近畿地方整備局）

め、できる限り速やかに被害を把握し、民生の安定、交通の確保、施 旧のため、できる限り速やかに被害を把握し、民生の安定、交通の確

設の増破の防止等のため必要な応急工事を実施する等、早期復旧に努 保、施設の増破の防止等のため必要な応急工事を実施する等、早期復

めるものとする。 旧に努めるものとする。

３～４（略） ３～４（略）

第４章 災害復旧上必要な金融その他資金調達計画 第４章 災害復旧上必要な金融その他資金調達計画

第３節 農林漁業関係融資 第３節 農林漁業関係融資

452 第２ 株式会社日本政策金融公庫の融資 第２ 株式会社日本政策金融公庫の融資

<表>貸付けの条件の各欄 <表>貸付けの条件の各欄 「農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金実施

貸付金の限度：300万円（簿記記帳を行っている者に限り、「特認」 貸付金の限度：600万円（簿記記帳を行っている者に限り、「特認」 要綱」変更(H23.4.1）、日本

による所定の範囲内で拡大あり） による所定の範囲内で拡大あり） 政策金融公庫の利率変更(H24

利率(年利)：1.15％（平成21年1月26日現在） 利率(年利)：0.40～0.60％（償還期限に応じて）（平成24年10月22日 10.22）による（近畿農政局）

現在）

第５章 住宅復興計画 第５章 住宅復興計画

一般( 26/27 )

456 <表>公営住宅関係住宅災害対策 <表>公営住宅関係住宅災害対策 国制度修正による（建設交通

部）

一般 激甚災害 一般 激甚災害

災害 災害

本激 局檄 手続きの流れ 本激 局檄 手続きの流れ

要件 措置 要件 措置

建設 (略) <罹災者公 (略) (略) (Ⅰ)（略） 建設 (略) <罹災者公 (略) (略) (Ⅰ)（略）

営住宅建 (Ⅱ) 災害公営住宅整備計画書の提出（事 営住宅整 (Ⅱ) 災害公営住宅整備計画書の提出（事

設事業> 業主体→知事→国土交通大臣） 備事業> 業主体→知事→地方整備局長）

(Ⅲ) 住宅滅失戸数の査定（災害確定報告 (Ⅲ) 住宅滅失戸数の査定（災害確定報告

(略) 書の提出後、国土交通省査定官、財務省立 (略) 書の提出後、地方整備局査定官、地方財務

会官及び都道府県立会者が原則として被災 局立会官及び都道府県立会者が原則として

現地において行う。） 被災現地において行う。）

(Ⅳ)～(Ⅴ)（略） (Ⅳ)～(Ⅴ)（略）

復旧 (略) (略) (略) (略) (Ⅰ)既設公営住宅復旧計画書の提出（事業 復旧 (略) (略) (略) (略) (Ⅰ)既設公営住宅復旧計画書の提出（事業

主体→知事→国土交通大臣） 主体→知事→地方整備局）

(Ⅱ)補修費及び宅地復旧費の査定（災害確 (Ⅱ)補修費及び宅地復旧費の査定（災害確

定報告書の提出後、国土交通省査定官、財 定報告書の提出後、地方整備局査定官、地

務省立会官及び都道府県立会者が悉皆査定 方財務局立会官及び都道府県立会者が悉皆

を行う。） 査定を行う。）

(Ⅲ)補助金交付申請（事業主体→知事→国 (Ⅲ)補助金交付申請（事業主体→知事→地

土交通大臣） 方整備局長）

(Ⅳ)補助金交付決定（国土交通大臣→知事 (Ⅳ)補助金交付決定（地方整備局長→知事

→事業主体 →事業主体

第６章 中小企業復興計画 第６章 中小企業復興計画

第２節 計画の内容 第２節 計画の内容

457 第２ 京都府の計画 第２ 京都府の計画

災害を受けた中小零細企業に対してその状況に応じてその都度判断し 災害を受けた中小零細企業に対してその状況に応じてその都度判断し

対策を講じていく。 対策を講じていく。

その内容としては その内容としては

１～２（略） １～２（略）

３ 府産業支援センター（府中小企業技術センター、(財)京都産業21）、 ３ 府産業支援センター（府中小企業技術センター、府織物・機械金属 公益財団法人化（商工労働観

府織物・機械金属振興センター、各広域振興局に災害復旧に係る相談 振興センター、(公財)京都産業21）、各広域振興局に災害復旧に係る 光部）

窓口を設け、融資相談等に応じ、復旧資金の金融円滑化に対処する。 相談窓口を設け、融資相談等に応じ、復旧資金の金融円滑化に対処す

る。
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一般( 27/27 )

第３ 京都経済全体の事業継続計画の検討 第３ 京都経済全体の事業継続計画の検討（近畿経済産業局、府府民生活 担当の明確化（商工労働観光

部、府商工労働観光部） 部）

京都経済全体の事業継続計画の検討を進める。 京都経済全体の事業継続計画の検討を進める。

第８章 文教復旧計画 第８章 文教復旧計画

第３節 教育活動の再開 第３節 教育活動の再開

459 第３ 教育活動の再開に当たって、児童生徒等及び教職員に対する援助 第３ 教育活動の再開に当たって、児童生徒等及び教職員に対する援助

を行うため、次の事項について適切な措置を講じる。 を行うため、次の事項について適切な措置を講じる。

１ 災害に伴う「就学困難な児童及び生徒に係る就学援助についての国 １ 災害に伴う「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国

の援助に関する法律（昭和31年法律第40号）」、「学校保健安全法（昭 の援助に関する法律（昭和31年法律第40号）」、「学校保健安全法（昭

和33年法律第56号）」、「学校給食法（昭和29年法律第160号）」による 和33年法律第56号）」、「学校給食法（昭和29年法律第160号）」による

補助金に関すること。 補助金に関すること。

２（略） ２（略）

３ 災害を受け、就学困難になった生徒に対する「独立行政法人日本学 ３ 災害を受け、就学困難になった生徒に対する「京都府高等学校等修 京都府の就学資金について追

生支援機構法（平成15年法律第44号）」による学資貸与金に関するこ 学資金の貸与に関する条例（平成14年京都府条例第34号）」及び「独 記（教育庁）

と。 立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）」による学資 誤記（教育庁）

貸与金に関すること。

４～５（略） ４～５（略）
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震災( 1/21 )

区分 京都府地域防災計画 震災対策計画編

頁 現 行 修 正 案 修 正 理 由

第１編 総則 第１編 総則

第２章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第２章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

第３節 指定地方行政機関 第３節 指定地方行政機関

5 ８ 近畿運輸局 ８ 近畿運輸局 施設提供や荷捌き等の専門家

(1)～(3) (1)～(3) の派遣を要請するため（近畿

(4) 災害時における貨物輸送確保にかかる貨物運送事業者に対する協 (4) 災害時における貨物輸送確保にかかる貨物運送事業者及び倉庫業 運輸局）

力要請 者に対する協力要請

(5)～(6) (5)～(6)

5～6 11 大阪管区気象台 11 大阪管区気象台 津波予報以外に津波警報・注

(1)（略） (1)（略） 意報も発表しているため（京

(2) 津波予報の発表及び通知 (2) 津波予報等の発表及び通知 都地方気象台）

(3)～(4)（略） (3)～(4)（略）

第５節 指定公共機関 第５節 指定公共機関

7 17 郵便事業株式会社（京都支店） 17 日本郵便株式会社（京都中央郵便局） 郵便関係会社統合(H24.10.1)

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） のため（日本郵便）

18 郵便局株式会社(京都中央郵便局) （18 削除）

(1) 郵便局の窓口業務の維持 (5) 郵便局の窓口業務の維持

第６節 指定地方公共機関 第６節 指定地方公共機関

9 16 社団法人京都府看護協会 16 公益社団法人京都府看護協会 公益社団法人へ移行(H24.4.

（略） （略） 1）（看護協会）

第３章 京都府の地勢の概要 第３章 京都府の地勢の概要

11 第１節 位置と概況 第１節 位置と概況

（略）河川は、河川法の１級河川が301（延長1,633,354m）、同法の２ （略）河川は、河川法の一級河川が304（延長1,636,197m）、同法の二 河川区分漢字記載、時点修正

級河川が89（延長409,101m）、合計河川数390、延長2,042,455ｍである。 級河川が89（延長409,101m）、合計河川数393、延長2,045,298ｍである。 （建設交通部）

（平成17年３月現在）（略） （平成24年３月現在）（略）

第２編 災害予防計画 第２編 災害予防計画

震災( 2/21 )

第１章 建造物・公共施設等安全確保計画 第１章 建造物・公共施設等安全確保計画

第２節建築物の震災対策計画 第２節建築物の震災対策計画

第２ 対象建築物と具体的対策 第２ 対象建築物と具体的対策

46 ３ 住宅その他の建築物 ３ 住宅その他の建築物

住宅その他の建築物については、その倒壊により人命を損なうこと 住宅その他の建築物については、その倒壊により人命を損なうこと

があるため、以下の対策を進める。 があるため、以下の対策を進める。

(1) 耐震相談窓口を設置し、耐震設計や耐震診断・改修について普及 (1) 耐震相談窓口を設置するとともに、ダイレクトメールなどによる 具体的事業の追記（建設交通

・啓発する。 府民への広報やフェアなどによる制度周知を市町村や建築関係団体 部）

等と連携して実施し、耐震設計や耐震診断・改修について普及・啓

発する。

(2) 耐震改修促進法の認定制度や独立行政法人住宅金融支援機構の特 (2) 耐震改修促進法の認定制度や独立行政法人住宅金融支援機構の特 具体的事業の追記（建設交通

例融資、木造住宅耐震改修事業等により、改修を促進する。 例融資、住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修事業等により、改修 部）

を促進する。

(3) 木造建築技術者に対して、耐震知識・耐震改修技術講習会を実施 (3) 木造建築技術者に対して、木造住宅耐震診断士養成講習会等の耐 具体的事業の追記（建設交通

し、人材の育成を図る。 震知識・耐震改修技術講習会を実施し、人材の育成を図る。 部）

(4) 共同住宅等については、平成11年度から順次、建築基準法第12条 (4) 共同住宅等については、建築基準法第12条の規定による定期報告 開始(H11年)から相当経過し

の規定による定期報告を実施しており、所有者等に制度の周知を図 を実施しており、所有者等に制度の周知を図るとともに、本制度の ているため（建設交通部）

るとともに、本制度の活用により、建築物の定期点検を促進し、必 活用により、建築物の定期点検を促進し、必要な改修を指導する。

要な改修を指導する。

第６節 都市公園施設防災計画 第６節 都市公園施設防災計画

55 第１ 現況 第１ 現況 時点修正（建設交通部）

府立都市公園は、現在11箇所、404.7ヘクタールある。（略） 府立都市公園は、現在11箇所、404.8ヘクタールある。（略）

<表>京都府立都市公園(平成23年4月1日現在) <表>京都府立都市公園(平成24年4月1日現在)

丹波自然運動公園 供用面積 53.1ha 丹波自然運動公園 供用面積 53.2ha

合計 供用面積 404.7ha 合計 供用面積 404.8ha

第10節 河川・海岸施設防災計画 第10節 河川・海岸施設防災計画

第２ 海岸施設防災計画 第２ 海岸施設防災計画

66 １ 現況 １ 現況

<表>表2.1.4 保全区域所管別海岸諸元 <表>表2.1.4 保全区域所管別海岸諸元

国土交通省港湾局所管 海岸延長 131.1㎞ 国土交通省港湾局所管 海岸延長 132.9㎞ 修正（建設交通部）

国土交通省河川局 国土交通省水管理・国土保全局 組織改正(H23.7.1)による（建

第11節 砂防及び治山施設防災計画 第11節 砂防及び治山施設防災計画

第１ 砂防施設防災計画 第１ 砂防設備防災計画 表現の適正化（建設交通部）

67 １ 現況 １ 現況

（略）また、砂防指定地は、府内に1,421箇所（表2.1.5）あり、適 （略）また、砂防指定地は、府内に1,424箇所（表2.1.5）あり、適 時点修正（建設交通部）

切な管理に努めている。 切な管理に努めている。
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67 ３ 計画の内容 ３ 計画の内容

（略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、 （略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、重要施設である避難所を追加

病院、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地している箇所 病院、避難所等の他、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立 （建設交通部）

は重点的に対策を講じる。また、市町村においては警戒避難体制の整 地している箇所は重点的に対策を講じる。また、市町村においては警

備を行う。 戒避難体制の整備を行う。

第２ 治山施設防災計画 第２ 治山施設防災計画

67 １ 現況 １ 現況

府内森林面積343,073haのうち約93,532haは水源かん養、土砂流出 府内森林面積343,027haのうち102,765haは水源かん養、土砂流出防 時点修正（農林水産部）

防備、土砂崩壊防備等の保安林に指定されているが、都市化が進み山 備、土砂崩壊防備等の保安林に指定されているが、都市化が進み山地

地にまで開発が及んでいることなどにより、近年山地に起因する災害 にまで開発が及んでいることなどにより、近年山地に起因する災害は

は増加する傾向にあり、保全対策が増大してきている。（略） 増加する傾向にあり、保全対策が増大してきている。（略）

69 <表>表2.1.5 土砂災害危険箇所等一覧表（その２） <表>表2.1.5 土砂災害危険箇所等一覧表（その２） 時点修正（建設交通部）

平成23年12月1日現在 平成24年11月1日現在 に差替え

第12節地すべり・急傾斜地防災計画 第12節地すべり・急傾斜地防災計画

第１ 地すべり防災計画 第１ 地すべり防災計画

70 ３ 計画の内容 ３ 計画の内容

（略）特に保全対象人家が10戸以上または道路等の公共施設や学校、 （略）特に保全対象人家が10戸以上または道路等の公共施設や学校、重要施設である避難所を追加

病院、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地している箇所 病院、避難所等の他、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立 （建設交通部）

は重点的に対策を講じる。（略） 地している箇所は重点的に対策を講じる。（略）

第２ 急傾斜地防災計画 第２ 急傾斜地防災計画

70 １ 現況 １ 現況

（略）このうち297箇所を急傾斜地崩壊危険区域として指定してい （略）このうち308箇所を急傾斜地崩壊危険区域として指定してい 時点修正（建設交通部）

る。(表2.1.7参照) る。(表2.1.7参照)

70 ３ 計画の内容 ３ 計画の内容

（略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、 （略）特に保全対象人家が５戸以上または道路等の公共施設や学校、重要施設である避難所を追加

病院、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立地している箇所 病院、避難所等の他、社会福祉施設等の災害時要配慮者関連施設が立 （建設交通部）

は重点的に対策を講じる。（略） 地している箇所は重点的に対策を講じる。（略）

(1)～(2)（略） (1)～(2)（略） 植樹は実施していない（建設

(3) 雨水排除・植樹・法面保護等の崩壊防止対策を推進する。 (3) 雨水排除・法面保護等の崩壊防止対策を推進する。 交通部）

71 <表>表2.1.6 地すべり防止区域一覧表 <表>表2.1.6 地すべり防止区域一覧表

平成23年12月1日現在 平成24年11月1日現在 に差替え 時点修正（建設交通部）

（農林水産省所管分９箇所を追加） 記載追加（農林水産部）
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72～80 <表>表2.1.7 急傾斜地崩壊危険区域の指定箇所一覧 <表>表2.1.7 急傾斜地崩壊危険区域の指定箇所一覧

平成23年12月1日現在 平成24年11月1日現在 に差替え 時点修正（建設交通部）

第14節 ダム等防災計画 第14節 ダム等防災計画

85 <表>表2.1.8(2) ダム諸元一覧 <表>表2.1.8(2) ダム諸元一覧

和知ダム 貯水池（有効容量）1,286,600m3 和知ダム 貯水池（有効容量）1,286,200m3 誤記（関西電力）

喜撰山ダム 貯水池（有効容量）5,406,100m3 喜撰山ダム 貯水池（有効容量）5,326,000m3 誤記（関西電力）

87 <図>図2.1.2(1) ダム放流通報の連絡系統：大野ダム <図>図2.1.2(1) ダム放流通報の連絡系統：大野ダム

（略）公営企業管理事務所→企業局（企業総務室） （略）公営企業管理事務所→文化環境部（建設整備課） 組織改正による（文化環境部）

90 <図>図2.1.2(4) ダム放流通報の連絡系統：和知ダム <図>図2.1.2(4) ダム放流通報の連絡系統：和知ダム

関西電力㈱和知ダム管理所→舞鶴市消防本部・舞鶴警察署 関西電力㈱和知ダム管理所→舞鶴市・舞鶴市消防本部・舞鶴警察署 記載漏れ（中丹広域振興局）

第３章 地震及び津波に関する情報等の伝達計画 第３章 地震及び津波に関する情報等の伝達計画

第１節 地震及び津波に関する情報の伝達計画 第１節 地震及び津波に関する情報の伝達計画

104 第７ 地震観測 第７ 地震観測

京都府の地域における地震観測は、次により行う。 京都府の地域における地震観測は、次により行う。

１ 気象庁関係（略） １ 気象庁関係（略）

２ 京都府関係 ２ 京都府関係 気象庁関係で記載のため（京

（略）福知山市※、舞鶴市、綾部市、宇治市※、宮津市、亀岡市※、（略） （略）舞鶴市、綾部市、宮津市、（略） 都地方気象台）

（※気象庁設置）

３～６（略） ３～６（略）

７ 京都市関係 ７ 京都市関係 実情と整合

京都市青少年科学センター （京都市青少年科学センター削除・各行政区等設置分追加）

８（略） ８（略）

114 第２節 津波予報の伝達計画 第２節 津波予報等の伝達計画 津波予報以外に津波警報・注

（略）なお、東北地方太平洋沖地震による津波被害を踏まえ、気象庁で （略）なお、東北地方太平洋沖地震による津波被害を踏まえ、気象庁で 意報も発表しているため（京

は波波警報の改善に向けた検討を進め、平成24年2月に「津波警報の発 は津波警報の改善に向けた検討を進め、平成24年2月に「津波警報の発 都地方気象台）

表基準等と情報文のあり方に関する提言」を取りまとめた。気象庁では、 表基準等と情報文のあり方に関する提言」を取りまとめた。気象庁では、

この提言に沿って津波警報・注意報、津波情報の伝達内容等を見直し、 この提言に沿って津波警報・注意報、津波情報の伝達内容等を見直し、

平成24年中に、改善した津波警報等の運用を開始することとしている。 平成25年3月7日12時から、改善した津波警報等の運用を開始することと 運用開始決定のため（京都地

している。 方気象台）

114 ※「発表基準・解説・発表される津波の高さ等」表の下に次の文言及び表 改正した津波警報等が運用さ

を挿入 れるため（京都地方気象台）

【平成25年3月7日から適用】

<表>発表基準・解説・発表される津波の高さ等 <表>津波警報等の種類と発表される津波の高さ等
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114 <表>（表題なし） <表>津波予報の発表基準と発表内容 上部表とは内容が異なるた

め、適切な表題を追記（京都

地方気象台）

115 <図>図2.3.3 津波警報等伝達経路図 <図>図2.3.3 津波警報等伝達経路図

漁業協同組合合併による（農

（沿岸市町村） 各漁業協同組合 （沿岸市町村） 京都府漁業協同組合 林水産部、伊根町ほか）、記

舞鶴市消防本部 載もれ

宮津与謝消防組合 舞鶴市 舞鶴支所、大浦支所 宮津与謝消防組合 舞鶴市 本所、舞鶴支所、大浦支所

京丹後市消防本部 京丹後市消防本部

宮津市 宮津市（栗田、溝尻、養老、宮津、江尻） 宮津市 宮津支所、養老支所

伊根町 伊根町（新井崎、朝妻、本庄、浦入） 伊根町 伊根支所、浦島支所

京丹後市 丹後町、網野町、湊 京丹後市 丹後支所、網野支所、湊支所

第４章 医療助産計画 第４章 医療助産計画

125 章中、基幹災害医療センター 章中、基幹災害拠点病院 災害医療対策事業等実施要綱

～126 地域災害医療センター 地域災害拠点病院 改正(H24.3.21)による（健康

福祉部）

種 類 発 表 基 準 解 説 発表される
津波の高さ

大 津 波 予想される津波の高さが 高いところで３ｍ程度以上の 3m、4m、
高いところで３ｍ以上で 津波が予想されますので、厳 6m、8m、
ある場合 重に警戒してください。 10m以上

津 波 警 報
津 波 予想される津波の高さが 高いところで２ｍ程度の津波 1m、2m

高いところで１ｍ以上３ が予想されますので、警戒し
ｍ未満である場合 てください。

津 波 注 意 報 予想される津波の高さが 高いところで、0.5ｍ程度の 0.5m
高いところで、0.2ｍ以上 津波が予想されますので、注
１ｍ未満であって津波よ 意してください。
る災害のおそれがある場
合

注１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意報の解除を行う。
このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断
した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を
付して解除を行う場合がある。

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波が
なかったとした場合との潮位の差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

３ 京都府の津波予報区は「京都府」である。

（注１ 削除）

注１ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波が
なかったとした場合との潮位の差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

（注３ 削除）

数値での
発表

定性的表現
での発表

１０ｍ＜高さ １０ｍ超

５ｍ＜高さ≦１０ｍ １０ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ

津波警報

予想される津波の
高さが高いところ
で１ｍを超え、３
ｍ以下の場合

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報

予想される津波の
高さが高いところ
で０．２ｍ以上、
１ｍ以下の場合で
あって、津波によ
る災害のおそれが
ある場合

０．２ｍ＜高さ≦１ｍ １ｍ (表記なし)

陸域では避難の必要はな
い。海の中にいる人はた
だちに海から上がって、
海岸から離れる。海水浴
や磯釣りは危険なので行
わない。
注意報が解除されるまで
海に入ったり海岸に近付
いたりしない。

予想される津波の
高さが高いところ
で３ｍを超える場
合

大津波警報

発表される津波の高さ

巨大

津波警報等を見聞きした
場合にとるべき行動

津波の高さの
予想の区分

発表基準
津波警報等

の種類

陸域に津波が及び浸水す
るおそれがあるため、沿
岸部や川沿いにいる人
は、ただちに高台や避難
ビルなど安全な場所へ避
難する。
警報が解除されるまで安
全な場所から離れない。
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第２節 計画の内容 第２節 計画の内容

第３ 基幹災害医療センター及び地域災害医療センター 第３ 基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院

125 <表>（資料）災害医療センター一覧 <表>（資料）災害拠点病院等一覧 災害拠点病院の追加、DMAT保

（地域災害拠点病院に山城北医療圏内医療機関を追加） 山城北医療圏 第二岡本総合病院 有機医療機関の記載（健康福

（その他緊急医療災害医療チーム保有医療機関を一覧に追加） 京都・乙訓医療圏 国立病院機構京都センター 祉部）

国立大学法人京都大学医学部附属病院

公立大学法人京都府立医科大学附属病院

126 第７ 災害時搬送システムの確立 第７ 災害時搬送システムの確立

関係機関は、災害時の患者、医薬品等の資器材、医療救護班等の搬 関係機関は、災害時の患者、医薬品等の資器材、医療救護班等の搬

送を確保するため、次のとおり整備に努める。 送を確保するため、次のとおり整備に努める。 基幹災害拠点病院にはヘリポ

１（略） １（略） ートが整備済のため（健康福

２ 基幹災害医療センターのへリポートの整備 ２ 災害拠点病院のへリポートの整備 祉部）

第８章 交通対策及び輸送計画 第８章 交通対策及び輸送計画

第２節 緊急通行車両 第２節 緊急通行車両

145 第２ 緊急通行車両の事前届出制度 第２ 緊急通行車両の事前届出制度 緊急通行車両等の事前届出・

災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、緊急通行車両の需 災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、緊急通行車両の需 確認手続要領の改正による

要数を事前に把握して、確認手続きの省力化・効率化を図るため、 要数を事前に把握して、確認手続きの省力化・効率化を図るため、 （府警察本部）

第１に規定する車両を対象にした事前届出制度を導入し、その事務 第１に規定する車両を対象にした事前届出制度を導入し、その事務

手続等については、警察本部において定める。 手続等については、警察本部において定める。

１～２（略） １～２（略）

（項目新設） ３ 使用の本拠の位置が京都府内にある車両

第９章 災害応急対策物資確保計画 第９章 災害応急対策物資確保計画

第２節 食料及び生活必需品の確保計画 第２節 食料及び生活必需品の確保計画

152 <図>図2.9.4 自衛隊、警察等の支援又は協力による炊出し連絡系統 <図>図2.9.4 自衛隊、警察等の支援又は協力による炊出し連絡系統

陸上自衛隊の要請連絡系統図 陸上自衛隊への要請連絡系統図 京都府南部における災害派遣

（略） （略） 要請は第４施設団のため（陸

府防災・原子力安全課 府防災・原子力安全課 自第４施設団）

要請 要請

陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 福知山駐屯地当直司令室 陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 陸上自衛隊第４施設団第３科
※

（電話番号(略)） （電話番号(略)） （電話番号(略)） （電話番号(略)）

当直司令室 当直司令室

出動 （電話番号(略)） （電話番号（略)）

被災地へ

出動

被災地へ

※京都府南部（宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、

17
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井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村）における要請先

第３節 応急復旧資材確保計画 第３節 応急復旧資材確保計画

153 <図>図2.9.5 国有林材の販売要請ルート <図>図2.9.5 国有林材の販売要請ルート 電話番号修正（近畿中国森林

図中 近畿中国森林管理局企画調整室 (06)6881-3406 図中 近畿中国森林管理局企画調整室 (06)6881-3407 管理局）

第12章 文化財災害予防計画 第12章 文化財災害予防計画

第１節 現状 第１節 現状

157 第１ 建造物 第１ 建造物 時点修正（教育庁）

（略）国指定建造物は府内に602棟あるが、国有及び石造物を除いた （略）国指定建造物は府内に614棟あるが、国有及び石造物を除いた

自火報設備の設置が義務付けられている565棟のうち、未設置のものは1 自火報設備の設置が義務付けられている577棟のうち、未設置のものは2

1棟である。また、自火報設備、消火設備、避雷針等を備えた総合的な 3棟である。また、自火報設備、消火設備、避雷針等を備えた総合的な

防災設備が完備されているものは約半数である。 防災設備が完備されているものは約半数である。

一方、府指定・登録文化財建造物は428棟を数えるが、自火報設備は 一方、府指定・登録文化財建造物は440棟を数えるが、自火報設備は

設置が義務付けられている指定建造物の291棟のうち約75％に設置され 設置が義務付けられている指定建造物の300棟のうち約75％に設置され

ているが、登録建造物では約半数である。（略） ているが、登録建造物では約半数である。（略）

157 第２ 美術工芸品（有形民俗文化財を含む） 第２ 美術工芸品（有形民俗文化財を含む） 時点修正（教育庁）

府内における国指定文化財の所有者は413社寺等（国有・公有は除く。） 府内における国指定文化財の所有者は414社寺等（国有・公有は除く。）

である。（略） である。（略）

また、府指定・登録文化財は、現在181所有者、259件（国有・公有は また、府指定・登録文化財は、現在183所有者、262件（国有・公有は

除く。）を数えるが、このうち京都府立山城・丹後両郷土資料館、京都 除く。）を数えるが、このうち京都府立山城・丹後両郷土資料館、京都

国立博物館等の公共施設に寄託となっているものが71件（一部寄託４件 国立博物館等の公共施設に寄託となっているものが73件（一部寄託４件

を含む。）、これ以外の188件のうち、防災施設が整っている建物に所在 を含む。）、これ以外の189件のうち、防災施設が整っている建物に所在

するものは50件ある。残る138件については、防災施設がないため、防 するものは50件ある。残る139件については、防災施設がないため、防

災上の措置について指導助言を行っている。 災上の措置について指導助言を行っている。

157 第３ 史跡、名勝、天然記念物 第３ 史跡、名勝、天然記念物 時点修正（教育庁）

府内に国指定の史跡、名勝、天然記念物は132件、府指定・登録の史 府内に国指定の史跡、名勝、天然記念物は133件、府指定・登録の史

跡、名勝、天然記念物は60件あるが、指定地域内にある建造物について 跡、名勝、天然記念物は61件あるが、指定地域内にある建造物について

は、国・府指定等建造物に準じて指導助言を行っている。 は、国・府指定等建造物に準じて指導助言を行っている。

157 第５ 文化的景観 第５ 文化的景観 時点修正（教育庁）

府内に国選定重要文化的景観は１件、府選定文化的景観は８件選定さ 府内に国選定重要文化的景観は１件、府選定文化的景観は９件選定さ

れている。 れている。

第14章 府民の防災活動の促進 第14章 府民の防災活動の促進

166 第３節 学校における防災教育 第３節 学校における防災教育

～167 各学校においては、災害・防災に関する学習と指導を教育課程の中に 各学校においては、防災に関する学習と指導を教育課程の中に位置づ 防災に災害も含むため（教育

位置づけ、家庭や地域社会と密接な連携協力を図りつつ、防災上必要な け、家庭や地域社会と密接な連携協力を図りつつ、防災上必要な基礎的 庁）
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基礎的・基本的事項を理解させるとともに自他の生命尊重の精神、ボラ ・基本的事項を理解させるとともに自他の生命尊重の精神、ボランティ

ンティア精神を培うための教育を推進する。 ア精神を培うための教育を推進する。

第１ 児童生徒等に対する教育 第１ 児童生徒等に対する教育 対応能力を広義にとらえるた

災害時及び災害予防活動時における児童生徒等の安全の確保及び防災 災害時及び災害予防活動時における児童生徒等の安全の確保及び災害 め、地震以外に対応（教育庁）

対応能力育成のため、教科、道徳、学級活動、ホームルーム活動、学校 への対応能力育成のため、教科、道徳、学級活動、ホームルーム活動、

行事等の教育活動全体を通じて、災害の基礎的な知識、発災時の緊急行 学校行事等の教育活動全体を通じて、発災のメカニズムの基礎的な知識、

動、応急処置等の指導を行うとともにボランティア精神を培うための教 発災時の緊急行動、応急手当等の指導を行うとともにボランティア精神

育を推進する。 を培うための教育を推進する。

第２ 教職員に対する教育 第２ 教職員に対する教育 対応能力を広義にとらえるた

教職員の防災対応能力を高めるため、研修会等を通じ、災害、防災に 教職員の災害への対応能力を高めるため、研修会等を通じ、災害、防 め、学習指導要領と整合（教

関する専門的知識のかん養及び応急処置等の技能の向上を図る。 災に関する専門的知識のかん養及び応急手当等の技能の向上を図る。 育庁）

第20章 広域防災活動拠点計画 第20章 広域防災活動拠点計画

第２節 広域防災活動拠点とする施設 第２節 広域防災活動拠点とする施設

230 第１ 施設名、所在地 第１ 施設名、所在地

<表>（広域防災活動拠点施設） <表>（広域防災活動拠点施設） 時点修正（建設交通部）

丹波自然運動公園 面積 52.7ha 丹波自然運動公園 面積 53.2ha

第３編 災害応急対策計画 第３編 災害応急対策計画

第１章 災害応急対策の活動体制 第１章 災害応急対策の活動体制

第２節 防災関係機関の初動体制 第２節 防災関係機関の初動体制

<表>表3.1.1 災害応急対策活動に係る計画、規程等 <表>表3.1.1 災害応急対策活動に係る計画、規程等

179 近畿農政局 右欄 近畿農政局 右欄 「米穀の買入れ・販売等に関

○（略） ○（略） する基本要領」変更(H21.5.2

○災害救助法が発動された場合における応急食糧の緊急引渡要領 ○米穀の買入れ・販売等に関する基本要領 9)による（近畿農政局）

近畿中国森林管理局 右欄 近畿中国森林管理局 右欄 計画・マニュアル名の追加・

○近畿中国森林管理局防災業務計画 修正（近畿中国森林管理局）

○京都大阪森林管理事務所災害対策要領 ○京都大阪森林管理事務所防災業務計画

○震災対応マニュアル

近畿地方整備局 欄 近畿地方整備局 欄

（京都都国道事務所の下に追加） 木津川上流河川事務所 笠置町及び南山城村を所管

○木津川上流河川事務所災害対策部運営計画 （近畿地方整備局）

第３節 府の活動体制 第３節 府の活動体制

第３ 現地災害対策本部運用計画 第３ 現地災害対策本部運用計画

183 <表>別表（現地対策本部体制） <表>別表（現地対策本部体制）

現地対策本部員 …部次長 現地対策本部員 …部副部長 府組織改正による

その他の職員 警察本部警備部理事官（危機管理対策室長） その他の職員 警察本部危機管理対策室長 組織改正による（府警察本部）

18
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184 <図>図3.1.1 京都府災害対策本部組織図 <図>図3.1.1 京都府災害対策本部組織図 府組織改正による（文化環境

文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正） 部・商工労働観光部）

185 <図>表3.1.2 災害対策本部の事務分掌 <図>表3.1.2 災害対策本部の事務分掌 府組織改正による（文化環境

～190 文化環境部，健康福祉部，商工労働観光部 文化環境部，健康福祉部，商工労働観光部（各班を現在の課構成 部・健康福祉部・商工労働観

に合わせ修正） 光部）

建設交通部中 国土交通省河川局 建設交通部中 国土交通省水管理・国土保全局 組織改正(H23.7.1)による（建

設交通部）

195 （節追加） 第５節 企業等の事業継続に係る情報提供・収集窓口 地域防災見直し部会 京都BCP

企業等の事業継続に係る情報提供・収集が必要であるときは、災害対 検討会議委員意見の反映（防

策本部にそのための窓口を設置する。 災原子力安全課）

第５節～第６節（略） 第６節～第７節（略） 節番号繰下げ

第７節 広域応援協力計画 第８節 広域応援協力計画 節番号繰下げ

197 （項目追加） 第６ 近畿地方整備局 「災害時の応援に関する申し

１ 計画の方針 合わせ」(H17.6.14締結）に

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下、「災害が発生 基づく応援を追加（近畿地方

した場合」という。）、近畿地方整備局は「災害時の応援に関する申し 整備局）

合わせ（平成17年6月14日締結）」に基づき、京都府に対し応援を行う。

２ 計画の内容

(1) 応援の内容

ア 被害情報の収集・伝達

イ 災害の応急復旧

ウ 二次災害の防止

エ その他必要と認められる事項

(2) 応援の要請

京都府建設交通部長は災害が発生した場合、近畿地方整備局企画

部長へ口頭又は電話等により応援要請を行い、事後速やかに文書を

提出する。

近畿地方整備局は、京都府から応援の要請を受け応援を行う場合

は、京都府に応援する旨を口頭又は電話により伝え、事後速やかに

文書対応を行う。

(3) 応援の実施

近畿地方整備局は京都府の応援要請に対し、災害対策用資機材等

及び人員配置の状況を勘案し、可能な応援を行う

(4) 応援要請によらない応援

近畿地方整備局は災害が発生した場合、その事態に照らし特に緊

急を要し、応援要請を待ついとまがないと認められるときは、被害
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情報の収集・伝達に関し独自のの判断で応援を行う。

第８節～第12節（略） 第９節～第13節（略） 節番号繰下げ

第２章 通信情報連絡活動計画 第２章 通信情報連絡活動計画

第３節 災害情報、被害状況等の収集伝達 第３節 災害情報、被害状況等の収集伝達

202 <図>図3.2.1 被災市町村長からの災害情報等の伝達系統 <図>図3.2.1 被災市町村長からの災害情報等の伝達系統

・孤立防止無線欄 笠置町、和束町 孤立 （孤立防止無線 欄名、記載、注意書き 削除） 孤立防止要衛星電話廃止のた

・注 「孤立」とは西日本電信電話㈱設置の「孤立防止対策用衛星電 め（ＮＴＴ西日本）

話」のことである。

・向日市 環境政策課 ・向日市 防災安全課 組織改正(H24.4.1)のため（亀

岡市）

・長岡京市 総務課 ・長岡京市 危機管理監 組織改正のため（長岡京市）

・井手町 総務課 ・井手町 総務課 （ＮＴＴ電話番号(直通)を追加） 一般編と整合（井手町）

・亀岡市 総務課 ・亀岡市 自治防災課 組織改正(H22.4.1)のため（亀

岡市）

・福知山市 総務課 ・福知山市 危機管理室 組織改正のため

・宮津市 消防防災課 ・宮津市 企画総務室 （ＮＴＴ電話番号(直通)を追加） 組織改正(H23.4.1)のため（宮

津市）

・伊根町 衛星通信系防災情報システム ・伊根町 衛星通信系防災情報システム（番号変更） 電話機変更（伊根町）

212 <表>表3.2.5 関係機関と本部各部の分担 <表>表3.2.5 関係機関と本部各部の分担

関係機関 日本郵政公社近畿支社（京都中央郵便局） 関係機関 日本郵便株式会社（京都中央郵便局） 郵便関係組織変更(H24.10.1)

のため（日本郵便）

近畿財政局（京都財務事務所） 近畿財務局（京都財務事務所） 誤記

近畿地方整備局 近畿地方整備局 笠置町及び南山城村を所管

（（淀川ダム統合管理事務所）の下に追加） （木津川上流河川事務所） （近畿地方整備局）

第４章 自衛隊災害派遣計画 第４章 自衛隊災害派遣計画

第５節 災害派遣要請手続 第５節 災害派遣要請手続

第４ 災害派遣要請等のあて先 第４ 災害派遣要請等のあて先

225 １ 知事が要請する場合（第１の場合） １ 知事が要請する場合（第１の場合）

陸上自衛隊第７普通科連隊長 (1) 陸上自衛隊第７普通科連隊長

自衛隊緊急要請窓口

第７普通科連隊第３科 第７普通科連隊第３科

（略） （略）

(2) 陸上自衛隊第４施設団長 京都府南部における災害派遣

第４施設団第３科 要請は第４施設団のため（陸

所在地 宇治市広野町風呂外1-1 自第４施設団）

19



震災( 11/21 )

電話番号（略）

第６章 医療助産計画 第６章 医療助産計画

234 章中、基幹災害医療センター 章中、基幹災害拠点病院 災害医療対策事業等実施要綱

～237 地域災害医療センター 地域災害拠点病院 改正(H24.3.21)による（健康

福祉部）

237 <図>図3.6.3 空輸のための応援要請をする場合の連絡系統 <図>図3.6.3 空輸のための応援要請をする場合の連絡系統 第４施設団へ災害派遣要請し

（略） 府防災・原子力安全課 （略） 府防災・原子力安全課 た場合は、第４施設団が窓口

京都市消防局消防指令センター 京都市消防局消防指令センター となるため（陸自第４施設団）

府警察本部警備第一課 府警察本部警備第一課

陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略） 陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略）

陸上自衛隊第４施設団第３科

海上自衛隊舞鶴地方総監部 海上自衛隊舞鶴地方総監部

第八管区海上保安本部警備救護部救難課 第八管区海上保安本部警備救護部救難課

第９章 輸送計画 第９章 輸送計画

247 <図>図3.9.1 輸送計画の連絡系統 <図>図3.9.1 輸送計画の連絡系統

３ ヘリコプターによる空輸を要請する場合 ３ ヘリコプターによる空輸を要請する場合 第４施設団へ災害派遣要請し

府災害対策本部 府災害対策本部 た場合は、第４施設団が窓口

京都市消防局消防指令センター 京都市消防局消防指令センター となるため（陸自第４施設団）

府警察本部警備第一課 府警察本部警備第一課

陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略） 陸上自衛隊第７普通科連隊第３科 （略）

陸上自衛隊第４施設団第３科

海上自衛隊舞鶴地方総監部 海上自衛隊舞鶴地方総監部

第八管区海上保安本部警備救護部救難課 第八管区海上保安本部警備救護部救難課

第10章 交通規制に関する計画 第10章 交通規制に関する計画

256 第１節 計画の方針 第１節 計画の方針

地震災害時における交通の安全を確保するための交通規制、標示、道 地震災害時における交通の安全と円滑を確保するための交通規制、標示、

路標識及び航路標識の設置、交通情報の収集及び広報についてその要領 道路標識及び航路標識の設置、交通情報の収集及び広報についてその要領

を定める。 を定める。

第２節 交通規制対策 第２節 交通規制対策

第１ 関係機関の対策 第１ 関係機関の対策

256 １ 警察本部等の対策 １ 警察本部等の対策

～257 (1)～(7)（略） (1)～(7)（略）

(8) 警察本部長は、人命救助等の災害応急対策がおおむね終了したと (8) 警察本部長は、人命救助等の災害応急対策がおおむね終了したと 交通規制を解除する状態であ

認めた場合は、道路等の復旧状況及び復旧・復興に必要な交通需要 認めた場合は、道路等の復旧状況及び復旧・復興に必要な交通需要 れば更なる交通規制は不要

を勘案の上、法交通規制を解除し、道路交通法に基づく交通規制を を勘案の上、法交通規制を解除する。 （府警察本部）

震災( 12/21 )

実施する。

第４節 交通情報の収集及び提供 第４節 交通情報の収集及び提供

第１ 府警察本部の対策 第１ 府警察本部の対策

258 １ 交通情報の収集 １ 交通情報の収集 文言の適正化、近畿管区警察

(1)（略） (1)（略） 局組織名称変更（府警察本部）

(2) 交通管制センターにおいては現地警察又は道路管理者等から、定 (2) 交通管制センターにおいては現地警察又は道路管理者等から、定

時又は不定時に交通障害状況、交通流動状況等の交通情報を収集す 時又は不定時に道路交通の状況等の道路交通情報を収集する。

る。

(3) 管下各警察署、高速道路交通警察隊から交通障害の概況及び対策 (3) 管下各警察署、高速道路交通警察隊から道路交通の状況及びとら

並びに復旧工事の見通しについて報告させること。 れた対策並びに道路の復旧工事の見通しについて報告させること。

(4) 近畿管区警察局交通担当課（吹田高速道路管理室を含む。）隣接 (4) 近畿管区警察局交通担当課（高速道路管理室を含む。）隣接府県

府県警察本部交通規制担当課（交通管制担当課を含む。）一般国道 警察本部交通規制担当課（交通管制担当課を含む。）一般国道、府

・府道及び京都市道の道路管理者・日本道路交通情報センター並び 道、京都市道、高速道路自動車道等の道路管理者・日本道路交通情

に各新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関と相互連絡を密にして情報 報センター並びに各新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関と相互連絡

の交換に努めること。 を密にして情報の交換に努めること。

(5)（略） (5)（略）

267 <表>表3.10.5 特殊通行規制区間及び道路通行規制基準（２／３） <表>表3.10.5 特殊通行規制区間及び道路通行規制基準（２／３）

綾部インター線 （迂回路を追加） 綾部インター線 迂回路 (府)福知山綾部・(市)西町青野 記載漏れ（中丹広域振興局）

第５節地震発生時における道路通行規制要領 第５節地震発生時における道路通行規制要領

273 <表>表3.10.10 阪神高速道路の交通規制基準 <表>表3.10.10 阪神高速道路の交通規制基準 大雨時における交通規制区間
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及び規制基準値設定(H24.6.

1）のため（阪神高速道路）

第11章 避難に関する計画 第11章 避難に関する計画

第６節 避難者健康対策 第６節 避難者健康対策 東日本大震災での経験を踏ま

285 第１ 計画の方針 第１ 活動の方針 え、急性期と中長期の時系列

避難生活の長期化による精神的・身体的疲労等に伴う健康状態の悪化 災害発生から刻々と変化する中で、避難生活による精神的・身体的疲 に分けて再構成、こころのケ

予防や生活環境の激変に伴う心身の変化への迅速な対応により、避難者 労等に伴う健康状態の悪化予防や生活環境の激変に伴う心身の変化への アチームとの連携を追記（健

の健康保持を図る。 迅速な対応により、被災者の健康保持を図る。 康福祉部）

285 第３ 体制の整備 第３ 支援活動体制及び活動内容

～286 １ 府保健所を中心に市町村、府精神保健福祉総合センター、府家庭支 被災者の健康問題に対応するため、被災地市町村と府は保健師や栄養

援総合センター、府児童相談所、関係機関などとの連携を図り、協力 士等の支援チームを編成し支援活動にあたる。

体制を確保する。 １ 災害発生から概ね２週間

２ 被害の程度に応じて、隣接する保健所、他府県の自治体に支援を求 (1) 自宅滞在している被災者への保健活動

める。 ア 地域住民の被災状況を把握するとともに、居宅滞在者の健康調

３ 府保健所長は、地域の避難者の健康対策を推進するため、地域のニ 査を実施する。

ーズを踏まえ、府精神保健福祉総合センター、府児童相談所、関係機 イ 健康維持や生活活動等に必要な保健・医療・福祉（介護）の情

関などから派遣される関係職員を構成員とする支援チームを組織し、 報を提供するとともに必要に応じた支援を行う。

その活動を指導する。 (2) 避難所の被災者への保健活動

第４ 保健活動の実施 ア 被災住民への健康相談により、被災者の健康状況を把握する。

被災住民の健康相談等に対応するため、保健師、栄養士等による巡回 イ 医療が必要な者を早期に発見し必要な医療・保健指導を行うた

健康相談チームを編成し、救護所及び福祉事務所等関係機関と連携しな め、巡回診療体制を準備し実施する。

がら、被災者の健康保持のため以下の事業を行う。 ウ 避難所支援関係者との連絡調整、連携、情報共有により、環境

京都線

発生事案 規制基準値 規制の内容 広 報

風速15m/s以上 注意表示 道路情報ラジオ放送
強 風 道路情報板の掲示

日本道路交通情報センター
風速25m/s以上 通行禁止 からのラジオ放送

大 雨 － 注意表示・その他必要な交通規制 同 上

火 災 － 状況により現場付近の交通規制 同 上
又は通行禁止

視程300m以下 注意徐行表示
濃 霧 同 上

視程 50m以下 通行禁止

震度4 注意表示

地 震 震度5弱 減速表示・入路閉鎖 同 上

震度5強以上 通行禁止

京都線

発生事案 区間 規制基準値 規制の内容 広 報

風速15m/s以上 注意表示
強 風 全線

風速25m/s以上 通行止

時間雨量50㎜以上 巡回強化・注意表示
山科

大 雨 ～ 連続雨量140㎜以上
鴨川西 通行止

連続雨量100㎜以上 ・道路情報ラジオ放送
かつ時間雨量50㎜以上

・道路情報板の掲示
状況により現場付近の交通

火 災 全線 － 規制 ・日本道路交通情報センター
又は通行禁止 による広報

視程300m以下 注意徐行表示
濃 霧 全線

視程 50m以下 通行禁止

震度4 注意表示

地 震 全線 震度5弱 減速表示・入路閉鎖

震度5強以上 通行禁止

震災( 14/21 )

１ 活動体制 整備を図る。

(1) 市町村（京都市を除く）は被災者の状況等、被害の状況を速やか (3) 支援体制の企画・調整活動

に、管轄保健所長に報告するとともに、避難者の健康保持を図るた ア 派遣支援者へのオリエンテーションを企画・実施する。

め、必要な保健サービスの復旧を図る体制づくりに努め、保健所に イ 居宅及び避難所の被災者への支援体制づくり及び調整を行う。

協力要請を行う。 ウ 救護所やこころのケアチーム等関係部局や関係機関と連携を図

(2) 府保健所は、活動計画の作成、巡回健康相談チームの編成及びス り、必要な支援調整や情報の共有を図る。

タッフへの日々の活動内容の指示を行う。 エ 職員の健康管理として、心身の疲労状況を把握し必要に応じて

(3) 本庁は、他府県の自治体等に対して巡回健康相談チームの支援ス 対処する。

タッフの派遣依頼を行う。 オ 必要物品・設備の点検及び整備、調整を行う。

２ 事業内容 ２ 災害発生概ね２週間以降

(1) 避難所等における巡回健康相談、被災地における一般家庭・仮設 (1) 新たな環境に適応できるよう、住民間交流やコミュニティづくり

住宅入居者への訪問指導及び健康調査 を支援する。

ア 避難生活の長期化に伴う健康障害の予防、高齢者、妊産婦、障 (2) 避難生活の長期化に伴う身体的・精神的・社会的健康問題の変化

害者、難病患者、人工透析患者やその他疾病を持った人の健康状 を把握し、支援方法について検討し実施する。

況の悪化防止のために、巡回健康相談・栄養相談を実施するとと (3) 一時避難所から仮設住宅入居あるいは自宅等へ移る者及び仮設住

もに、救援所等と連携し、適切な治療に繋げる。 宅から自宅へ戻る者等に対する生活環境等を支援する。

イ 被災地の一般家庭・仮設住宅入居者への訪問指導を通じて被災 (4) 通常業務を再開するための体制づくりを行う。

者のニーズを把握し、関係者関係機関に情報提供を行うとともに、

福祉との相互調整を図り、被災者に対して必要な保健・医療・福

祉のサービスが受けられるように調整、支援を行う。

ウ 被災者の健康調査（栄養調査、歯科検診等）を、関係機関の協

力を得て行い、潜在的な健康障害を早期に発見し、所要の措置を

行う。

(2) 健康教育・健康づくりの集い等の開催

ア 被災者が相互交流できる場を設定し、必要な健康情報を提供し

ながら、被災者のニーズに合わせた健康教育、健康相談を行う。

第13章 食料、飲料水及び生活必需品等供給計画 第13章 食料、飲料水及び生活必需品等供給計画

第１節 食料供給計画 第１節 食料供給計画

292 第１ 計画の方針 第１ 計画の方針

被災者等に対して速やかに食料供給ができるよう、調達・供給その他 被災者等に対して速やかに食料供給ができるよう、調達・供給その他

必要な事項を定める。 必要な事項を定める。

被災地の実情を考慮するとともに、災害時要配慮者等のニーズや、男 防災基本計画修正(H24.9.6）

女のニーズの違いに配慮するものとする。 による（男女共同参画課）

292 第３ 給食に必要な食料の確保 第３ 給食に必要な食料の確保

１～２（略） １～２（略）

３ 災害救助法が適用された場合の米穀の調達 ３ 災害救助法が適用された場合の米穀の調達 「米穀の買入れ・販売等に関

(1)～(2)（略） (1)～(2)（略） する基本要領」変更(H21.5.2

(3) 政府所有米穀の供給についての手続きは次のとおりとする。 (3) 政府所有米穀の供給についての手続きは次のとおりとする。 9)による（近畿農政局）
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ア 生産局長への要請は「災害救助用米穀の引渡要請書」等により ア 生産局長への要請は「災害救助用米穀の引渡要請書」により行

行う。 う。

イ 知事は、生産局長と供給する政府所有米穀及び引渡方法を調整 イ 知事は、生産局長と供給する政府所有米穀及び引渡方法を調整

し「政府所有米穀売買契約書」を締結する。 し「政府所有主要米穀売買契約書」を締結する。

ウ～エ（略） ウ～エ（略）

４（略） ４（略）

第２節 給水計画 第２節 給水計画

297 <図>図3.12.5 給水の連絡系統 <図>図3.12.5 給水の連絡系統

府災害対策本部 ［他府県担当課・電話番号］ ［他府県担当課・電話番号］（現課名等に修正） 時点修正（文化環境部）

陸上自衛隊第７普通科連隊（順位１） 府災害対策本部 陸上自衛隊第７普通科連隊

第４施設団第３科（〃２） （削除）

関西地区補給処企画室（〃３） （削除）

第３節 生活必需品等供給計画 第３節 生活必需品等供給計画

298 第１ 計画の方針 第１ 計画の方針

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品及び応急復旧資材の確保 被災者に対する被服、寝具その他生活必需品及び応急復旧資材の確保

と供給を迅速、円滑に実施し、災害時に不安、混乱を生じないように調 と供給を迅速、円滑に実施し、災害時に不安、混乱を生じないように調

達の計画及び配分要領等を定める 達の計画及び配分要領等を定める

被災地の実情を考慮するとともに、災害時要配慮者等のニーズや、男 防災基本計画修正(H24.9.6）

女のニーズの違いに配慮するものとする。 による（男女共同参画課）

299 第10 応急復旧資材の調達あっ旋 第10 応急復旧資材の調達あっ旋

１ 市町村から要請される応急復旧資材については、京都府において調 市町村から要請される応急復旧資材については、京都府において調達

達のあっ旋を行う。 のあっ旋を行う。

２ 近畿中国森林管理局管内の主要貯木場に年間を通じて、7,000ｍ の （２ 削除） 現状と整合(管内貯木場を保

災害復旧用材を備蓄し、府の要請に３よりすみやかに提供できるよう 有しておらず、備蓄財対応が

措置する。 困難)（近畿中国森林管理局）

第16章 災害警備に関する計画 第16章 災害警備に関する計画

309 <図>図3.15.1 警備計画の連絡系統 <図>図3.15.1 警備計画の連絡系統

京都市内各署警備本部 堀川警察署 （電話番号） 京都市内各署警備本部 中京警察署 （電話番号） 警察署再編(H24..4.1)による

五条警察署 （電話番号） 下京警察署 （電話番号） （府警察本部）

七条警察署 （電話番号）

第17章 施設の応急対策に関する計画 第17章 施設の応急対策に関する計画

第２節 鉄道施設応急対策計画 第２節 鉄道施設応急対策計画

第８ 阪急電鉄株式会社の計画 第８ 阪急電鉄株式会社の計画

１（略） １（略）

315 ２ 災害（事故）対策本部及び現地対策本部の設置 （２ 削除） 記載の整理（阪急電鉄）
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１号体制…災害の範囲が局地的で、現地及び本社対策本部の設置で対

応可能であると判断できる場合。

２号体制…災害の規模が大規模で、災害の範囲が複数箇所にわたる場

合、全社的な危機対策本部を設置した場合

(1) 震災による運転規制（速度制限、運転見合わせ等） ２ 震災による運転規制（速度制限、運転見合わせ等）

震度４…列車無線で全列車に運転停止指示、関係部署に地震１号 震度４…列車無線で全列車に運転停止指示、関係部署に地震１号

指令発令。振動がなくなった時、25㎞／ｈで運転再開指示。 指令発令。振動がなくなった時、25㎞／ｈ以下で運転再開 記載をより正確にするため

（略） 指示。（略） （阪急電鉄）

震度５～…（略） 震度５～…（略）

(2) 災害（事故）対策本部及び現地対策本部の設置基準、業務の組 ３ 災害（事故）対策本部及び現地対策本部の設置基準、業務の組織体

織体制図等（略） 制図等（略）

第３節 公共土木施設応急対策計画 第３節 公共土木施設応急対策計画

319 第５ 港湾施設 第５ 港湾施設

港湾施設の被災状況及び港湾施設の使用に支障のある障害物等の状況 港湾施設の被災状況及び港湾施設の使用に支障のある障害物等の状況

を調査し、適切な応急復旧対策措置を講じる。 を調査し、適切な応急復旧対策措置を講じる。

地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必 震災時の港湾施設を利用した

要な係留施設（耐震岸壁）は以下のとおりである。 緊急輸送を確実に実施するた

め（近畿地方整備局）

港格 港名 所在 特記事項

重要 舞鶴港 舞鶴市 耐震岸壁

西港喜多ふ頭（-7.5m L=130m）

東港前島ふ頭（-7.5m L=130m）

320 <図>図3.17.1 道路・交通の災害情報等の伝達系統 <図>図3.17.1 道路・交通の災害情報等の伝達系統

土木事務所 市町村 広域振興局
土木事務所

市町村
広域振興局

迅速かつ正確な情報伝達を行

うため（山城広域振興局）

府防災・原子力安全課 府警察本部警備第一課 府防災・原子力安全課
府警察本部

警備第一課 迅速な情報伝達を行うため

交通規制課 （府警察本部）

各警察署 各警察署

325 第４節 地震被災建築物応急危険度判定計画 第４節 地震被災建築物応急危険度判定等計画 被災地宅地危険度判定の追記

第１ 基本方針 第１ 基本方針 （建設交通部）

地震により建築物に著しく損傷が生じた場合、地震被災建築物応急危 地震により建築物又は宅地（擁壁・法面等を含む）に著しく損傷が生

険度判定を速やかに実施することにより、必要があれば居住者等に避難 じた場合、地震被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を速

を喚起し、余震等による倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防 やかに実施することにより、必要があれば居住者等に避難を喚起し、余
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止する。 震等による倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防止する。

第２ 応急対策 第２ 応急対策

１ 情報の収集 １ 情報の収集

大規摸な地震が発生した場合、建築物の被災状況に関する情報の収 大規摸な地震が発生した場合、建築物及び宅地の被災状況に関する

集に努める。 情報の収集に努める。

２ 判定の実施 ２ 被災建築物応急危険度判定の実施

（略） （略）

（項目追加） ３ 被災宅地危険度判定の実施

宅地に関して被害が見られる場合は、京都府被災宅地危険度判定連

絡協議会で検討を行った連絡体制等に基づき、被災宅地危険度判定士

の出動態勢を組織するとともに、市町村が実施する判定業務を支援す

る。

また、多数の宅地が被害を受けた場合は、国土交通省に対し被災宅

地危険度判定士の派遣等について調整を要請して、判定の実施を支援

する。

第５節 電気・ガス・上下水道施設応急対策計画 第５節 電気・ガス・上下水道施設応急対策計画

第３ ガス施設 第３ ガス施設

２ 応急対策 ２ 応急対策

(1)（略） (1)（略）

327 (2) 応急対策要員の確保 (2) 応急対策要員の確保

ア～イ（略） ア～イ（略）

ウ 大規模な災害により、事業者単独で対応することが困難な場合に ウ 大規模な災害により、事業者単独で対応することが困難な場合に 名称変更（中部近畿産業保安

は、（社）日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における救援措 は、一般社団法人日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における 監督部）

置要綱」に基づき、被災をまぬがれた事業者からの協力体制を活用 救援措置要綱」に基づき、被災をまぬがれた事業者からの協力体制

する。 を活用する。

(3)～(5)（略） (3)～(5)（略）

第21章 文教応急対策計画 第21章 文教応急対策計画

第２節 情報の収集・伝達 第２節 情報の収集・伝達

344 第２ 被害情報の収集・伝達 第２ 被害情報の収集・伝達

（略）災害により電話、ファックス等の通信が途絶した場合、携帯電 （略）災害により固定電話、ファックス等の通信が途絶した場合、携 携帯電話と区別（教育庁）

話や電子メール等の通信機器のほか、テレビ、ラジオ、インターネット 帯電話や電子メール等の通信機器のほか、テレビ、ラジオ、インターネ

等の情報など、必要に応じ、あらゆる手段での情報の収集伝達に努める。 ット等の情報など、必要に応じ、あらゆる手段での情報の収集伝達に努

める。

第３節 学校等における安全対策 第３節 学校等における安全対策

第１ 学校における安全対策 第１ 学校における安全対策

345 ４ 保護者への児童生徒等の引渡し ４ 保護者への児童生徒等の引渡し 保護者の安全にも配慮（教育

児童生徒等を引渡すことが適切と判断される場合には、あらかじめ 児童生徒等を引渡すことが適切と判断される場合には、あらかじめ 庁）
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定めた方法により速やかに保護者と連絡をとり、安全、確実に実施す 定めた方法により速やかに保護者と連絡をとり、安全、確実に実施す

る。 るとともに、保護者の安全にも十分に留意する。

第４節 教育に関する応急措置 第４節 教育に関する応急措置

346 第６ 学校給食の対策 第６ 学校給食の対策 給食の内容を広義にとらえる

学校給食物資の確保及び応急給食の実施については、財団法人京都府 学校給食物資の確保及び応急的な給食の実施については、財団法人京 ため（教育庁）

学校給食会等と協議し、必要な措置を講じる。 都府学校給食会等と協議し、必要な措置を講じる。

第24章 京都府災害支援対策本部運用計画 第24章 京都府災害支援対策本部運用計画

<表>別表１ 京都府災害支援対策本部組織図 <図>別表１ 京都府災害支援対策本部組織図 府組織改正による（文化環境

354 文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正） 部・商工労働観光部）

355 <表>別表２ 京都府災害支援対策本部事務分掌 <図>別表２ 京都府災害支援対策本部事務分掌 府組織改正による（文化環境

～358 文化環境部，商工労働観光部 文化環境部，商工労働観光部（各班を現在の課構成に合わせ修正）部・商工労働観光部）

第４編 災害復旧計画 第４編 災害復旧計画

第１章 民生安定のための緊急措置に関する計画 第１章 民生安定のための緊急措置に関する計画

第１節 生活確保対策計画 第１節 生活確保対策計画

第６ 金融措置計画 第６ 金融措置計画

１ 近畿財務局京都財務事務所の措置 １ 近畿財務局京都財務事務所の措置 近畿財務局防災マニュアルと

(1) 現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、災害発生地 (1) 現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、災害発生地 文言統一（京都財務事務所）

域に所在する金融機関等に対し、金融上の措置を講じるよう要請す 域に所在する金融機関等に対し、金融上の措置を講じるよう要請す

る。 る。

363 ア 対象金融機関等 ア 対象金融機関等

～364 (ｱ) 預貯金取扱金融機関 (ｱ) 預貯金取扱金融機関

主要行等※、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、 主要行等※、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、

労働金庫、信用農業・漁業協同組合連合会、農業・漁業協同組合 農林中央金庫、商工組合中央金庫、労働金庫、信用農業・漁業協

同組合連合会、農業・漁業協同組合

※主要行等には、都市銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行を含む。 ※主要行等には、都市銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行を含む。

(ｲ)～(ｳ)（略） (ｲ)～(ｳ)（略）

(ｴ) 証券会社 (ｴ) 証券会社等

364 イ 金融上の措置の要請事項 イ 金融上の措置の要請事項

～365 (ｱ)～(ｳ)（略） (ｱ)～(ｳ)（略）

(ｴ) 証券会社 (ｴ) 証券会社等

a～b（略） a～b（略）

c 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払い c 被災者顧客から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払

の申し出があった場合の可能な限りの便宜措置 いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置

d～e（略） d～e（略）
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第２節 住宅復興計画 第２節 住宅復興計画

367 <表>表4 . 1 . 1 公営住宅関係住宅災害対策 <表>表4 . 1 . 1 公営住宅関係住宅災害対策 国制度修正による（建設交通

部）

一般 激甚災害 一般 激甚災害

災害 災害

本激 局檄 手続きの流れ 本激 局檄 手続きの流れ

要件 措置 要件 措置

建設 (略) <罹災者公 (略) (略) (Ⅰ)（略） 建設 (略) <罹災者公 (略) (略) (Ⅰ)（略）

営住宅建 (Ⅱ) 災害公営住宅整備計画書の提出（事 営住宅整 (Ⅱ) 災害公営住宅整備計画書の提出（事

設事業> 業主体→知事→国土交通大臣） 備事業> 業主体→知事→地方整備局長）

(Ⅲ) 住宅滅失戸数の査定（災害確定報告 (Ⅲ) 住宅滅失戸数の査定（災害確定報告

書の提出後、国土交通省査定官、財務省立 書の提出後、地方整備局査定官、地方財務

(略) 会官及び都道府県立会者が原則として被災 (略) 局立会官及び都道府県立会者が原則として

現地において行う。） 被災現地において行う。）

(Ⅳ)～(Ⅴ)（略） (Ⅳ)～(Ⅴ)（略）

復旧 (略) (略) (略) (略) (Ⅰ)既設公営住宅復旧計画書の提出（事業 復旧 (略) (略) (略) (略) (Ⅰ)既設公営住宅復旧計画書の提出（事業

主体→知事→国土交通大臣） 主体→知事→地方整備局）

(Ⅱ)補修費及び宅地復旧費の査定（災害確 (Ⅱ)補修費及び宅地復旧費の査定（災害確

定報告書の提出後、国土交通省査定官、財 定報告書の提出後、地方整備局査定官、地

務省立会官及び都道府県立会者が悉皆査定 方財務局立会官及び都道府県立会者が悉皆

を行う。） 査定を行う。）

(Ⅲ)補助金交付申請（事業主体→知事→国 (Ⅲ)補助金交付申請（事業主体→知事→地

土交通大臣） 方整備局長）

(Ⅳ)補助金交付決定（国土交通大臣→知事 (Ⅳ)補助金交付決定（地方整備局長→知事

→事業主体 →事業主体

368 第３節 中小企業復興計画 第３節 中小企業復興計画

第３ 府の計画 第３ 府の計画

地震災害を受けた中小零細企業に対して、その状況に応じて、その都 地震災害を受けた中小零細企業に対して、その状況に応じて、その都

度判断し、対策を講じていく。 度判断し、対策を講じていく。

その内容としては その内容としては

１～２（略） １～２（略）

３ 府産業支援センター（府中小企業技術センター、(財)京都産業21）、 ３ 府産業支援センター（府中小企業技術センター、府織物・機械金属 府織物・機械金属振興センタ

府織物・機械金属振興センター、各府広域振興局に災害復旧に係る相 振興センター、(公財)京都産業21）、各府広域振興局に災害復旧に係 ーは産業支援センターの一部

談窓口を設け、融資相談等に応じ、復旧資金の金融円滑化に対処する。 る相談窓口を設け、融資相談等に応じ、復旧資金の金融円滑化に対処 のため（商工労働観光部）

する。
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第４ 京都経済全体の事業継続計画の検討 第４ 京都経済全体の事業継続計画の検討（近畿経済産業局、府府民生 担当の明確化（商工労働観光

活部、府商工労働観光部） 部）

京都経済全体の事業継続計画の検討を進める。 京都経済全体の事業継続計画の検討を進める。

第７節 文教復旧計画 第７節 文教復旧計画

第３ 教育活動の再開 第３ 教育活動の再開

372 ３ 教育活動の再開に当たって、児童生徒等及び教職員に対する援助を ３ 教育活動の再開に当たって、児童生徒等及び教職員に対する援助を

行うため、次の事項について適切な措置を講じる。 行うため、次の事項について適切な措置を講じる。

(1) 災害に伴う「就学困難な児童及び生徒に係る就学援助についての (1) 災害に伴う「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての

国の援助に関する法律（昭和31年法律第40号）」、「学校保健安全法 国の援助に関する法律（昭和31年法律第40号）」、「学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）」、「学校給食法（昭和29年法律第160号）」 （昭和33年法律第56号）」、「学校給食法（昭和29年法律第160号）」

による補助金に関すること。 による補助金に関すること。

(2)（略） (2)（略）

(3) 災害を受け、就学困難になった生徒に対する「独立行政法人日本 (3) 災害を受け、就学困難になった生徒に対する「京都府高等学校等 京都府の就学資金について追

学生支援機構法（平成15年法律第94号）」による学資貸与金に関す 修学資金の貸与に関する条例（平成14年京都府条例第34号）」及び 記（教育庁)

ること。 「独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）」によ

る学資貸与金に関すること。

(4)～(5)（略） (4)～(5)（略）

第３章 租税の徴収猶予及び減免の措置並びに郵便関係補助 第３章 租税の徴収猶予及び減免の措置並びに郵便関係補助

第３節 郵便関係補助 第３節 郵便関係補助

375 第３ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 第３ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 郵便関係会社統合(H24.10.1)

災害時において、郵便法第18条に基づき、被災者の安否通信等の便宜 災害時において、郵便法第18条に基づき、被災者の安否通信等の便宜 により支店はなくなったため

を図るため、関係法令等に基づき、被災地の支店、郵便局において、被 を図るため、関係法令等に基づき、被災地の郵便局において、被災世帯 （日本郵便）

災世帯に対し通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 に対し通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。

第５編 京都府東南海・南海地震防災対策推進計画 第５編 京都府東南海・南海地震防災対策推進計画

第２章 災害予防計画 第２章 災害予防計画

第２節 教育・指導 第２節 教育・指導

384 ２ 児童生徒等に対する教育 ２ 児童生徒等に対する教育 地震も防災に含まれるため、

～385 府、市町村及び学校等においては、次の事項について、関係職員及 府、市町村及び学校等においては、次の事項について、関係職員及 学習指導要領と整合（教育庁）

び児童生徒等に対して地震防災教育を実施するとともに、保護者に対 び児童生徒等に対して防災教育を実施するとともに、保護者に対して

しても連絡の徹底を図る。 も連絡の徹底を図る。

(1) 教育・指導（防災訓練の実施を含む）の内容 (1) 教育（防災訓練の実施を含む）の内容

ア～ウ（略） ア～ウ（略）

エ 応急処置の方法 エ 応急手当の方法

オ～ケ（略） オ～ケ（略）

(2) 教育・指導の方法 (2) 教育の方法

ア 教育活動全体を通じた児童生徒等への地震防災教育 ア 教育活動全体を通じた児童生徒等への防災教育
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震災( 21/21 )

イ 研修等を通じた教職員への地震防災教育 イ 研修等を通じた教職員への防災教育

ウ（略） ウ（略）
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事故( 1/7 )

区分 京都府地域防災計画 事故対策計画編

頁 現 行 修 正 案 修 正 理 由

石油類流出事故対策計画編 石油類流出事故対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

4 ７ 近畿地方整備局 ７ 近畿地方整備局

(1)～(2)（略） (1)～(2)（略）

(3) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ 申し合わせに基づく応援要請

く応援 を追加（近畿地方整備局）

第２編 予防計画 第２編 予防計画

8～9 <表>関係機関通報連絡先（日本海沿岸部の関係機関） <表>関係機関通報連絡先（日本海沿岸部の関係機関）

・宮津市 総務室 ・宮津市 企画総務室（NTT番号変更） 電話機変更（伊根町）

・伊根町 ・伊根町 （衛星通信系防災情報システム番号変更） 電話機変更（伊根町）

・府中丹東土木事務所河川砂防室長 ・府中丹東土木事務所河川砂防室 他機関との整合(機関名のみ)

・府丹後土木事務所河川砂防室長 ・府丹後土木事務所河川砂防室 （中丹広域振興局）

・近畿地方整備局 舞鶴港湾工事事務所 ・近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所 名称誤り（中丹広域振興局）

第４編 被害復旧計画 第４編 被害復旧計画

25 <参考資料>流出油防除資機材備蓄一覧表（その１） <参考資料>流出油防除資機材備蓄一覧表（その１）

・関西電力㈱舞鶴発電所 （備考追記） ・関西電力㈱舞鶴発電所 備考 数量は最低保有数 数量変動するため、法令に基

・関西電力㈱宮津エネルギー研究所 オイルフェンス 1,540m ・関西電力㈱宮津エネルギー研究所 オイルフェンス 660m づく最低保有数量を記載（関

吸着マット 918㎏ 吸着マット 340㎏ 西電力）

（備考追記） 備考 数量は最低保有数

・伊根漁業協同組合 ・京都府漁業協同組合伊根支所 名称変更（農林水産部）

・養老漁業協同組合 ・京都府漁業協同組合養老支所

27 <参考資料>流出油防除資機材備蓄一覧表（その２） <参考資料>流出油防除資機材備蓄一覧表（その２）

・城陽市消防本部 吸着マット 189枚 ・城陽市消防本部 吸着マット 237枚 数量変更（城陽市）

ＡＣライト 170㎏ ＡＣライト 200㎏

パーライト 90㎏ パーライト 50㎏

乳化分散剤 52L 乳化分散剤 108L

事故( 2/7 )

海難事故対策計画編 海難事故対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

30 （項目追加） ６ 近畿地方整備局 申し合わせに基づく応援要請

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ を追加（近畿地方整備局）

く応援

６ その他関係防災機関 ７ その他関係防災機関 番号繰下げ

第２編 予防計画編 第２編 予防計画編

第１章 情報連絡体制の整備 第１章 情報連絡体制の整備

33 第４ 気象情報等の伝達 第４ 気象情報等の伝達 京都北部の気象予警報等の担

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台は、一般編第２編第１章「気象等 京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に 当官署の変更（京都への一元

観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するもの 基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するものとする。 化）のため（京都地方気象台)

とする。

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

40 ３ 府 ３ 府

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略）

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）

航空事故対策計画編 航空事故対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

47 （項目追加） ４ 近畿地方整備局 申し合わせに基づく応援要請

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ を追加（近畿地方整備局）

く応援

４ 大阪航空局（大阪空港事務所） ４ 大阪航空局（大阪空港事務所） 国管理空港から一部業務が民

(1) 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報 （削除） 間へ移譲されたため（新関西

(2) 空港（航空通信、無線施設等を含む。）及び航空機の保安 (1) 航空通信、無線施設の保安 国際空港㈱）

(3) 遭難航空機の捜索及び救助 (2) 遭難航空機の捜索及び救助

（項目追加） ４－２ 新関西国際空港株式会社

(1) 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報

(2) 空港及び航空機の保安

５～６ ６～７ 番号繰下げ
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事故( 3/7 )

第４章 事故原因者の責務 第４章 事故原因者の責務

突発的航空事故の原因となった航空機を運航する航空運送事業者の主 突発的航空事故の原因となった航空機を運航する航空運送事業者の主

要な責務は、次のとおりとする。 要な責務は、次のとおりとする。

47 １ 大阪航空局、消防、警察等関係防災機関に対する事故状況の迅速か １ 大阪航空局、新関西国際空港株式会社、消防、警察等関係防災機関 国管理空港から一部業務が民

つ的確な通報及び事故発生地市町村との連絡・協議 に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故発生地市町村との連 間へ移譲されたため（新関西

絡・協議 国際空港㈱）

第２編 予防計画 第２編 予防計画

第１章 情報連絡体制の整備 第１章 情報連絡体制の整備

48 第３ 情報の分析・整理 第３ 情報の分析・整理

大阪航空局は、収集した情報を的確に分析、整理するための体制の整 大阪航空局及び新関西国際空港株式会社は、収集した情報を的確に分 国管理空港から一部業務が民

備を推進するものとし、必要に応じ専門家の意見を活用するなど、収集 析、整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ専門家 間へ移譲されたため（新関西

した情報を的確に分析整理するものとする。 の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。国際空港㈱）

48 第４ 気象情報等の伝達 第４ 気象情報等の伝達 京都北部の気象予警報等の担

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台は、一般編第2編第1章「気象等観 京都地方気象台は、一般編第2編第1章「気象等観測・予報計画」に基 当官署の変更（京都への一元

測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するものと づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するものとする。 化）のため（京都地方気象台)

する。

49 第３章 大阪航空局（大阪空港事務所）の措置 第３章 大阪航空局（大阪空港事務所）及び新関西国際空港株式会社の措 国管理空港から一部業務が民

置 間へ移譲されたため（新関西

大阪航空局は、突発的航空事故の発生に備え、次の措置を講ずるもの 大阪航空局及び新関西国際空港株式会社は、突発的航空事故の発生に 国際空港㈱）

とする。 備え、次の措置を講ずるものとする。

51 <図>情報連絡系統図 <図>情報連絡系統図 国管理空港から一部業務が民

事故原因者・事故発見者→大阪航空局（大阪航空事務所）→大阪航空 事故原因者・事故発見者→新関西国際空港㈱→大阪航空局（大阪空港 間へ移譲されたため（新関西

局→国土交通省・航空運送事業者・関係防災機関 事務所）・国土交通省・航空運送事業者・関係防災機関 国際空港㈱)）

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

54 ４ 府 ４ 府

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略）

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）

鉄道災害対策計画編 鉄道災害対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

事故( 4/7 )

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

60 （項目追加） ６ 近畿地方整備局 申し合わせに基づく応援要請

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ を追加（近畿地方整備局）

く応援

６ その他関係防災機関 ７ その他関係防災機関 番号繰下げ

第２編 予防計画編 第２編 予防計画編

第１章 情報連絡体制の整備 第１章 情報連絡体制の整備

62 第４ 気象情報等の伝達 第４ 気象情報等の伝達 京都北部の気象予警報等の担

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台は、一般編第２編第１章「気象等 京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に 当官署の変更（京都への一元

観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するもの 基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するものとする。 化）のため（京都地方気象台)

とする。

第３章 鉄道事業者の措置 第３章 鉄道事業者の措置

63 １ 気象情報の活用 １ 気象情報の活用 京都北部の気象予警報等の担

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台が発表する情報を有効に活用する 京都地方気象台が発表する情報を有効に活用するための体制の整備を 当官署の変更（京都への一元

ための体制の整備を図る。 図る。 化）のため（京都地方気象台)

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

67 ３ 府 ３ 府

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略）

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）

道路災害対策計画編 道路災害対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

74 ４ 近畿地方整備局 ４ 近畿地方整備局

(1)～(4)（略） (1)～(4)（略）

(5) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ 申し合わせに基づく応援要請

く応援 を追加（近畿地方整備局）

第２編 予防計画 第２編 予防計画

第１章 情報連絡体制の整備 第１章 情報連絡体制の整備

75 第４ 気象情報等の伝達 第４ 気象情報等の伝達

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台は、一般編第２編第１章「気象等 京都北部の気象予警報等の担

観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するもの 京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に 当官署の変更（京都への一元
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とする。 基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するものとする。 化）のため（京都地方気象台）

第３章 道路管理者の措置 第３章 道路管理者の措置

76 １ 気象情報の活用 １ 気象情報の活用 京都北部の気象予警報等の担

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台が発表する情報を有効に活用す 京都地方気象台が発表する情報を有効に活用するための体制の整備 当官署の変更（京都への一元

るための体制の整備を図るものとする。 を図るものとする。 化）のため（京都地方気象台)

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

80 ３ 府 ３ 府

(1)～(3)（略）

(1)～(3)（略） (4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）

危険物等災害対策計画編 危険物等災害対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

86 （項目追加） ６ 近畿地方整備局 申し合わせに基づく応援要請

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ を追加（近畿地方整備局）

く応援

６ その他関係防災機関 ７ その他関係防災機関 番号繰下げ

第２編 予防計画編 第２編 予防計画編

<図>情報連絡系統図 <図>情報連絡系統図 組織改正による（防災原子力

92 ４都市ガス等事故 ４都市ガス等事故 安全課・商工労働観光部）

府（危機管理・防災課、消防安全課、企業立地推進課） 府（防災・原子力安全課、消防安全課、産業立地課）

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第１章 応急対策の活動体制 第１章 応急対策の活動体制

第１節 府の活動体制 第１節 府の活動体制

第２ 活動体制 第２ 活動体制

94 <表>事故警戒体制及び事故対策本部の配備 <表>事故警戒体制及び事故対策本部の配備 府組織改正による（商工労働

商工労働観光部 商工労働観光部（現在の課構成に合わせ修正） 観光部）

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

96 ２ 府 ２ 府

(1)～(3)（略）
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(1)～(3)（略） (4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）

林野火災対策計画編 林野火災対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱

103 （項目追加） ４ 近畿地方整備局 申し合わせに基づく応援要請

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ を追加（近畿地方整備局）

く応援

４ その他関係防災機関 ５ その他関係防災機関 番号繰下げ

第２編 予防計画編 第２編 予防計画編

第１章 情報連絡体制の整備 第１章 情報連絡体制の整備

105 第４ 気象情報等の伝達 第４ 気象情報等の伝達 京都北部の気象予警報等の担

京都地方気象台及び舞鶴海洋気象台は、一般編第２編第１章「気象等 京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に 当官署の変更（京都への一元

観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するもの 基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表するものとする。 化）のため（京都地方気象台)

とする。

<図>情報連絡系統図 <図>情報連絡系統図 組織改正による担当課の移動

108 府（危機管理・防災課、消防安全課、森林保全課等） 府（防災・原子力安全課、消防安全課、林務課等） （農林水産部）

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第１章 応急対策の活動体制 第１章 応急対策の活動体制

第１節 府の活動体制 第１節 府の活動体制

第２ 活動体制 第２ 活動体制

109 <表>林野火災警戒体制及び林野火災対策本部の配備 <表>林野火災警戒体制及び林野火災対策本部の配備 組織改正による担当課の移動

農林水産部中 森林保全課 農林水産部中 林務課 （農林水産部）

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

110 ２ 府 ２ 府

(1)～(4)（略） (1)～(4)（略）

(5) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）

広域停電事故対策計画編 広域停電事故対策計画編

第１編 総則 第１編 総則

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱
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117 （項目追加） ５ 近畿地方整備局 申し合わせに基づく応援要請

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づ を追加（近畿地方整備局）

く応援

５ その他関係防災機関 ６ その他関係防災機関 番号繰下げ

第２編 予防計画編 第２編 予防計画編

120 <図>情報連絡系統図 <図>情報連絡系統図 組織改正による（防災原子力

府（危機管理・防災課、消防安全課、企業立地推進課、広域振興局） 府（防災・原子力安全課、消防安全課、産業立地課、広域振興局） 安全課・商工労働観光部）

第３編 応急対策計画編 第３編 応急対策計画編

第１章 応急対策の活動体制 第１章 応急対策の活動体制

第１節 府の活動体制 第１節 府の活動体制

第２ 活動体制 第２ 活動体制

121 <表>事故警戒体制及び事故対策本部の配備 <表>事故警戒体制及び事故対策本部の配備 府組織改正による（商工労働

商工労働観光部 商工労働観光部（現在の課構成に合わせ修正） 観光部）

第２章 通信情報連絡活動 第２章 通信情報連絡活動

第１ 被害情報等の収集・伝達 第１ 被害情報等の収集・伝達

122 ２ 府 ２ 府

(1)～(4)（略） (1)～(4)（略）

(5) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出 石油類流出事故対策計画編と

動を要請し、早期の情報収集に努める。 合わせる（近畿地方整備局）
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